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平成16年４月１日に、市民の皆様待望の新市「四国中央市」が誕生しました。

当地域の合併協議は、昭和の大合併直後より幾度となく繰り返されてきまし

たが、平成の世にようやく成就されました。これは、ひとえに先人の方々の

並々ならぬご努力、ご苦労の賜物であると同時に、市民の皆様方の深いご理解、

ご協力により、まさに夢が結実したものでございます。

当市は、全国的にも稀な紙産業を中心とした強固な産業基盤を持つまちであ

り、また、四国の高速道路網「エックスハイウェイ」の結節地として交通の利便

性では四国の中でも最高の好条件を備えております。この有利な条件を活用し

飛躍的な発展を遂げるべく、現在、重要港湾である「三島川之江港」に多目的

国際ターミナル「エックスポート四国ロジサイト」の整備が順調に進んでおり、

完成の暁には陸路のみならず、海路においても四国の中心的存在となり、国内は

もとより、国外へも開けた物流、情報発信基地になりうると確信しております。

また、この工業都市というイメージのほか当市は、燧灘、法皇山脈など美し

い、豊かな自然に恵まれており、市民生活、産業発展に必要な水資源を提供し、

市内外から訪れる人々に癒しと安らぎを与える恒久の財産を有しております。

このように、まち・うみ・やまのバランスがとれた新市のまちづくりとして

『四国のまんなか　人がまんなか　手をつなぎ、明日をひらく元気都市』を将

来都市像に掲げ、行政と市民が共に手を取り合い、それぞれの役割を果たし、

協働して「四国一質感の高いまちづくり」を目標とする「第一次四国中央市総

合計画」を策定いたしました。

今後は、市民が合併してよかったと思えるよう、地方自治運営の主人公であ

る市民の皆様を中心として、公平公正で、地域の融和を目指したまちづくりを

推進するとともに、次世代に自信と誇りをもって愛する郷土を引き継いでいけ

るよう全力で邁進していく所存でございますので、市民の皆様の一層のご協力、

ご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

最後になりましたが、この計画の策定に当たりまして、２年間にわたり終始

ご熱心にご審議、ご検討をいただきました基本構想審議会委員の皆様方をはじ

め、市民アンケートでご協力、ご意見をいただきました多くの市民の皆様に厚

くお礼を申し上げます。

平成17年９月

四国中央市長

井　原　　　巧
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第1節

人
と
環
境
の
世
紀

四国中央市が誕生し、新しい船出をしようとしている現在、わが国の経済・

社会は大きな転換期にあります。

これまでの、人口は増えるもの、経済は成長するものという右肩上がりの発

展を前提とした地域経営は見直しを必要とされています。少子・高齢化が進む

なかで、どのように地域の活力を維持していくか、そして財政的な自立をどの

ように確保していくかが地方自治体の取り組みの大きな課題となっています。

特に、これまで、世界のどの国も経験したことのない超高齢社会
＊

を迎えるに

あたって、道路、下水道といった社会基盤の整備によって、住み続けられる地

域条件を確保するとともに、社会保障の改革や保健・福祉サービスの確保など、

新たな社会システムの整備、地域コミュニティ
＊

の育成や住民自治の再生、協働
＊

のまちづくりに向けた市民意識の啓発を進めるなど、一人ひとりの「人」に直

接関わる施策体系の再構築が重要となっています。

また、地球規模での環境の問題も深刻化しており、地域レベルにおいても、

環境への負荷を低減する取り組みが重要な課題となっています。特に、大気汚

染や水質の汚濁といった公害の防止にとどまらず、省資源・省エネルギーやご

みの再資源化・リサイクル、市民一人ひとりの環境にやさしいライフスタイル
＊

（生活様式）の確立といった幅広い「環境」問題への取り組みが求められてお

り、これもまた、少子・高齢化問題への対応と同様に、これまでの価値観や常

識を180度転換するような社会的大変革が必要となります。

このように、「人」と「環境」の問題について、21世紀はこれまでの世紀と

大きく異なる取り組みが求められる時代であるといえ、本市の新しいまちづく

りにおいても、これらに対して明確な対応の方向性を示していくことが求めら

れます。
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時
代
の
潮
流

わが国は、2015年には総人口の26％が高齢者という「超高齢社会」に突入し

ていくと予想されています。また、少子化についても、合計特殊出生率
＊

（１人

の女性が一生の間に産む子どもの数の平均）が平成15年には1.29となるなど、

世界で最も少子化の進んだ国のひとつとなっており、このまま推移すれば、

2010年頃をピークに総人口は減少局面を迎えるとされています。

核家族化及び少子・高齢化の進行に伴い、世帯規模は縮小しており、高齢夫

婦のみ世帯や高齢単身世帯が増加しています。こうした家族の変化は、子育て

や高齢者の介護といった福祉機能を大きく変化させる要因ともなっています。

今後は、介護保険制度
＊

の改革など社会保障の確保とともに、介護予防や保

健・福祉サービスの充実、高齢者の雇用機会の増大や社会参加の促進、生活環

境のバリアフリー
＊

化など、長寿社会に向けた幅広い取り組みが重要です。

また、子育てについても、家族だけでなく、企業も含めた地域全体で子育て

を支援する仕組みを構築することが、少子化対策として重要な課題となってお

り、少子化社会対策基本法
＊

などを背景に、次世代育成に向けた取り組みを早期

に展開することが求められています。

排水による河川、海洋など公共水域の汚染、廃棄物の増大や資源の枯渇など、

世界規模の環境問題への対策が急務となっています。わが国においては、ゼロ

エミッション計画
＊

（リサイクルで廃棄物を全く出さない産業の育成）など、

様々な環境対策が進められており、また、環境保全に関する先進的技術をもっ

て国際貢献を進めていくことが期待されています。

今後は地域においても、自然環境の保全はもとより、多様なエネルギーの効

率的利用、リサイクルの徹底、緑化推進などの展開とともに、環境教育
＊

等を通

じたライフスタイルの変革に積極的に取り組んでいく必要があります。

少子・高齢社会への対応

エネルギー・環境対策
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平成16年は、わが国の国土に上陸した台風の数が観測史上最多の10回を数え

ました。本市においても大切な市民の生命・財産が奪われる甚大な被害が発生

しました。

また、同年10月、新潟県の中越地方で最大震度７の地震が発生し、3,000人に

も及ぶ死傷者が発生するなど、改めて自然災害の驚異と防災対策の重要性を思

い知らされる結果となりました。

このため、市街地に集積する都市機能や住民の生命と財産を浸水や土砂崩れ、

地震、火災から守る、安全なまちづくりが強く求められています。特に、河

川・水路の整備等の治水対策や治山・急傾斜地対策、建築物の耐震化・防災対

策など、災害に強い基盤を備えるとともに、災害発生後の救急・救助体制やラ

イフライン
＊

の確保、さらに、地域の自主的な防災体制の確立が重要な課題とな

っています。

国際化については、人・物・情報の交流がより活発化しており、地域におい

ても従来のような経済・文化面での国際交流活動にとどまらず、環境、資源・

エネルギー、さらには人権問題等に積極的に関与していくことが求められてい

ます。また、テロリズム
＊

への対応など、国際的な社会不安に対しても平和を希

求する明確な立場を国際社会に示していくことが求められています。

こうした国際化の進展は、インターネットの普及など、高度情報技術の発展

によるところが大きく、高度情報化
＊

への対応はすなわち国際化への対応である

ともいえます。高度情報化社会においては、行政、民間企業、個人を問わず、

付加価値の高い情報を発信・受信することが重要となります。このため、学校

教育や生涯学習
＊

を通じ、それらを支援する体制を確立する必要があり、情報基

盤の整備による情報受信・発信機能の強化、人材の確保・育成が求められます。

安全で災害に強いまちづくり

国際化・高度情報化への対応
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明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」とも位置づけられる地方分権推進

一括法
＊

の成立を機に、機関委任事務
＊

の廃止など、地方分権は議論から実行の段

階に入りました。

地方分権推進委員会からの勧告では、地方分権推進計画を策定することを求

めるなど、市町村の受け皿づくりが急務となっており、全国的な市町村合併や

広域行政化などへの取り組みが進んでいます。補助金・地方交付税削減、税源

移譲のいわゆる三位一体の改革
＊

といわれる財政面での国と地方の関係の見直し

については、不透明なところも多く、地方財政の見通しは厳しいといえますが、

厳しい状況であるからこそ、地域の独自性を発揮することが重要な課題となっ

ています。

地方分権の推進により、地方自治体は、これまで以上に政策形成過程への住

民の広範な参加を促し、住民の期待と批判に鋭敏かつ誠実に応答する責任を負

うことになります。市民と行政の協働、住民参加の仕組みづくりを進める上で

は、情報公開法
＊

などに基づく開かれた行政運営体制の構築や、施策・事業に関

する客観的な評価手法の確立などが求められています。

一方で、NPO
＊

（非営利組織）やボランティアの活動が活発化するなど、まち

づくりや様々な社会活動にかかわる主体は、新たな広がりを生み出しています。

また、男女がともに活き活きと活躍できる「男女共同参画社会
＊

」の形成を図

るとともに、高齢者、障害者、子ども、外国人などあらゆる人々が、その人権

を尊重されるだけでなく、まちづくりの主体として活躍できる環境を整えるこ

とも重要です。

さらに、人は生涯を通じて学び続けるものとして、あらゆる機会を通じて学

習する「生涯学習理念」も、多様なまちづくり活動に通じる考え方として捉え

ていく必要があります。

地方分権

市民と行政との協働、住民参加のまちづくり
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第1節

高
い
産
業
集
積
と
都
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だ

四
国
の
中
心
都
市
・
環
瀬
戸
内
海
地
域
の
核
都
市

製紙業を中心とする高い産業集積
＊

は、全国でも屈指の「紙どころ」としての

地位を築いています。今後は、中小企業の技術力の向上や経営基盤の強化、住

工混在
＊

の解消による住環境や操業環境の改善など、構造的な体質強化による

「ものづくり」の基本を確かなものとする地場産業の育成を図るとともに、新

たなベンチャー企業
＊

の育成等、新たな可能性を育むことも必要です。

また、高速交通基盤の整備をはじめとする都市基盤の充実により、四国の中

央に位置する都市、さらに瀬戸内を内海とする環瀬戸内海地域の核都市として

の重要な役割を果たすことが求められており、四国内はもとより、岡山・広島

両県にもまたがる経済圏をリードし、交流拠点として人・物・情報が集積し、

活力と文化を創造する地域づくりを進めることが必要です。
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本市は、瀬戸内の美しい海岸線を有するとともに、緑豊かな山々を背後に抱

えています。海・山へのアクセス
＊

は市の中心市街地から概ね車で30分程度の距

離圏にあり、市民の保養や観光客のレジャー・レクリエーションなど、余暇活

動に最適の地域条件を有しているといえます。

広域的な交通基盤、個性豊かな地域の歴史・文化資源も含め、こうした地域

条件を活かした観光・リゾート基盤の充実により、広域的な自由時間都市
＊

（余

暇時間を有効に消費する都市）づくりを進めることも可能です。

さらに、温暖で住みやすい気候風土を活かし、定住基盤の充実を図ることに

より、自然との共生、ゆとりある人生を志向する人々に対応した定住都市づく

りを進めることも必要です。

また、本市の最大の資源は「人（文化）」とならんで「自然（環境）」である

といえます。これまで、自然の恩恵を受けながら発展してきた本圏域において、

自然を守り環境と共生していくことが今後の重要な課題のひとつであるといえ

ます。公害の防止や自然環境の保全といった従来の取り組みにとどまらず、積

極的に環境と共生するための仕組みや市民意識を育て、環境共生文化
＊

を根付か

せることが重要です。そのためには、環境に優しい都市整備手法の導入、環境

共生住宅の整備、ゴミ・し尿処理やリサイクルなど環境への負荷を抑えた生活

システムの構築といった取り組みが必要です。「自然から得たものは自然に帰

す」という理念を定着させ、実践する都市づくりが必要です。
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本市の圏域の人口は、概ね９万５千人程度で安定的に推移してきましたが、

近年は若干の減少傾向もみせています。人口減少が著しい地方都市が多いなか、

比較的人口吸引力
＊

が強い地域といえますが、人口構造の少子化、高齢化は避け

ることは難しく、将来的な人口増加は困難な構造となりつつあります。

定住化を促進するためには、安心して住み続けられるように、市民の暮らし

を支える仕組みを整えることが重要です。そのひとつが安心して子どもを産み、

育てられる環境であり、高齢になっても、また、障害をもつことになっても地

域で住み続けられる福祉社会を築くことです。児童や高齢者等に対する福祉対

策は、制度的な充実もあり、これに基づく市町村の果たす役割も大きくなって

いますが、介護保険制度をはじめとする国の各種法令・制度上のサービスの提

供だけではなく、地域住民のニーズ
＊

を的確に反映した効果的な福祉サービスの

確保を図る必要があり、民間事業者の育成も含めたサービス提供基盤の確保が

重要となっています。また、社会福祉法の改正にみられるように、地域福祉の

推進がこれからの地域づくりの大きな役割を担うことにもなります。そのため

には、地域独自の福祉のシステムと文化を育むことも重要です。

幸せな市民生活の基本は健康な心身を維持することであるといえます。さら

に、福祉や医療にかかる社会コスト
＊

を低減するためにも、健康づくりに対する

投資を重視し、活き活きとした地域社会づくりをめざすことが必要です。本市

は、自然環境やスポーツ施設など心身の健康を育む好適な地域条件を備えてい

ることから、福祉社会の確立とあわせて健康づくりの多様な情報や技術を集積

し、市民が日常生活の中で実践する「先進的な健康づくりの都市」づくりを展

開することが、「四国中央市に住むと健康でいられる」という地域性をつくり、

定住化の促進にも結びつくものと考えます。
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く
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本市の圏域は、歴史的にも人づくりを重視する地域性を有しており、数々の

偉大な先人を輩出してきました。こうした地域性は今後も受け継がれるべきも

のであり、地域・学校・家庭が三位一体となった学習体系を樹立するとともに、

人格・知識・体力涵養のための教育環境の整備充実を図り、人権意識にあふれ

た生涯学習社会を構築することが重要です。

さらに、自らを高める市民の取り組みを育むなど自主的・主体的に活動する

市民を育成し、困難な時代を市民・行政がともに協働することで乗り越え、新

市の新たな時代を創造していくことが求められます。多様な価値観をもった

人々が、それぞれの人生に希望をもちながら、同じ四国中央市で活き活きとし

た暮らしを営めることが定住化を促進する重要な条件のひとつともなることか

ら、学校教育の充実や生涯学習活動による自己実現の促進、ボランティア活動

や地域コミュニティ活動、さらには、特産品づくりなどの産業活性化への取り

組み等、市民のやる気、自主的な活動を育て、一人ひとりが活躍し、輝くこと

のできる場を創造していくことが重要だといえます。そのためには、これまで

の行政と市民の役割を見直し、自治基本条例
＊

に基づく住民が自治を担える仕組

みや、市民が様々な分野で活動しやすくするための規制緩和など「市としての

構造改革」を進めるとともに、市民意識の啓発、多様な情報の提供を可能にす

る地域の情報化を進める必要があります。





�

�
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第1節
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わたしたちは、21世紀にはいって間もない2004年（平成16年）4月１日「四

国中央市」という新たなまちづくりの一歩を踏み出しました。

川之江市、伊予三島市、土居町、新宮村の４つの市町村における、これまで

の歴史の積み重ねのうえに、また新たな歴史を築いていくとき、わたしたちは、

もう一度、何のためにまちづくりを進めるのか、そして、四国中央市のまちづ

くりとはどうあるべきかを確認し、市民と行政が協働して、新たな時代をひら

くまちづくりに取り組んでいく必要があります。

ここで、まちづくりとは、そのまちに住み、しあわせな暮らしを実現しよう

と一生懸命に生きている市民を支え、応援することにほかなりません。

市民が主体となったまちづくりを進めていくことが大切であり、市民一人ひ

とりのしあわせ、市民一人ひとりの笑顔があって、はじめてまち全体が活力に

満ちて発展していくものといえます。

こうした考えから、新たなまちづくりの理念を、

とし、いつの時代にも市民が健康で、しあわせを感じられる質感の高いまち、

そして、時代に対応してたくましく発展するまちづくりをめざします。

『市民一人ひとりのしあわせづくりの応援』
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■将来像

新しい四国中央市のまちづくりは、四国の中央（まんなか）に位置する交流

都市として、さらに、まちづくりを支える市民を大切にし、活き活きとした人

を育み、市民一人ひとりがそれぞれの人生の主役として輝くことができるよう

に、積極的に応援をします。

そして、市民や企業と行政が、さらに、あらゆる市民が手をつなぎ、新しい

明日をひらいていく元気いっぱいの協働都市づくりにチャレンジします。

～四国のまんなか　人がまんなか～

手をつなぎ、明日
あした

をひらく元気都市
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第3節
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本市圏域においては、人口は1990年（平成２年）の97,215人をピークに減少

傾向にあり、このまま推移すると、2010年（平成22年）には約９万人まで減少

することが予測されています。

しかしながら、今後は新市として、新たな公共事業による経済効果や市民サ

ービスの向上など、合併によるメリットを最大限に活かしたまちづくりを進め

るとともに、製紙・紙加工業を中心とした西日本有数の工業地域としての企

業・人材・生産機能等の集積や四国の「エックスハイウェイ
＊

」の結節点として

の地域の発展可能性、さらには、重要港湾
＊

「三島川之江港」も含めた陸海の物

流拠点性などを背景に、産業の高度化や高次都市機能
＊

の集積、定住環境の整備

などを進め、人口流出の抑制及び若年人口の確保・増大を図ることにより、

2014年度（平成26年度）の総人口の目標を10万人とします。



�
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想
推
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将来像の実現をめざした10年間のまちづくりを推進するにあたり、より戦略

的に施策・事業を展開するため、構想の期間を大きく３つのステージ（段階）

に区分し、財政運営の指針も含めたまちづくりの重点戦略を明らかにします。

■構想推進の3つのステージ

平成17　　 18　　 19　　 20　　 21　　 22　　 23　　 24　　 25　　 26年�
�
�
�
�

第1ステージ�
再編・構築期�

�

第２ステージ�
創造・展開期�

第３ステージ�
熟成・飛躍期�
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□期間：概ね平成17～19年度

□まちづくりの重点戦略

○本市のまちづくりの基礎をつくるため、国道11号バイパスをはじめ国・県

道、主要な市道などの幹線道路網の整備を進めるほか、市民の生命・財産

を守るための治山
＊

・治水対策、高度情報基盤としてのＣＡＴＶ
＊

（ケーブル

テレビ）の整備などを進めます。

○既存産業の体質改善・強化等による活性化、陸・海の物流機能の充実を図

り、さらなる産業発展の基礎づくりとします。

○次代の社会を担う子どもが健やかに育成されるまちをめざし、子育ての支

援、母性ならびに乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備など、次世

代育成支援
＊

のための計画を推進します。

○人にやさしく、あたたかいまちづくりをめざして、介護福祉施設や身近な

高齢者保健福祉施設の整備、人材の育成など、高齢化に対応した介護基盤

の確保を進めるとともに、国の制度改革に対応した障害者支援の体制整備

を進めます。

○明日のまちづくりを担う人づくりの基礎として、学校教育施設の整備を進

めるとともに、地域活動の拠点施設の整備を進めます。

○旧４市町村のよき歴史を評価しつつ、四国中央市としての新たな連帯感、

市民意識の醸成を図るため、四国中央市のＣＩ
＊

（コーポレイト・アイデン

ティティ：組織の独自性向上活動）・シンボルづくりを進めます。

○効率的な行財政運営の推進、協働のまちづくりのための基礎づくりとして、

自治基本条例の制定及び地域審議会
＊

の活用、情報公開の推進、行政評価シ

ステム
＊

の整備及びこれを踏まえた行財政改革を進めるとともに、自主的な

市民活動の主体となるNPO・ボランティアの育成、地域リーダー
＊

等の育成

を進めます。

□財政運営指針

○合併特例債
＊

の活用等により、財政規模は拡大することが期待できますが、

合併して間もないこともあり、行政運営にかかるコストも急激な変化や混

乱、市民サービスの低下を避けるという点から、完全な効率化が求めにく

い状況が考えられるため、無駄をなくしていこうという意識づくりと新た

（1）第1ステージ（再編・構築期）
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な時代に対応できる職員資質の向上、新たな行財政運営システムの構築を

図ることを目標とします。

○各種の補助金については、市民主導による見直しを検討するほか、サンセ

ット方式
＊

（徐々に少なくしていく方法）の導入による有効な活用を進めま

す。

○使用料・手数料の適正化、徴税の推進など自主財源の確保を強化するとと

もに、市民一人ひとりがまちづくりを支える意識の高揚を図ります。

□期間：概ね平成20～24年度

□まちづくりの重点戦略

○本市の新たなまちづくりを本格化させる期間として、幹線道路網と結ぶ地

域内道路の整備拡充を進めるほか、中心市街地をはじめとする市街地の整

備や高次な都市機能の集積、ユニバーサルデザイン
＊

（あらゆる人が使いや

すいデザイン）のまちづくり、住宅・宅地開発、様々な市民活動や交流事

業の拠点となる施設や公園、余暇基盤等の整備を進めます。

○新たな飛躍を支える新産業の育成を進めるとともに、農林水産業も含めた

地域産業の融業化
＊

（産業の融合化）、高度化を図ります。特に、物流・交

流関連産業の育成を本格化させ、四国・瀬戸内海地域の経済を牽引する産

業都市づくりをめざします。

○国の社会保障、保健福祉制度を踏まえつつ、これに縛られない、いっそう

きめの細かい保健・福祉・医療サービス体制の整備を進め、あらゆる市民

が安心して暮らせるまちづくりの実現をめざします。特に、少子化に対し

て、次世代育成支援対策の一層の充実強化を図るとともに、高齢者や障害

者も安心して地域で暮らし続けられる地域福祉システムの構築をめざしま

す。

○本市の未来をひらく人材を育成するため、高度な教育機能の整備を進める

とともに、生涯学習社会の実現をめざし、すべての市民が活き活きと活動

するまちづくりを進めます。

○四国中央市としてのブランド（商標、銘柄）の確立をめざし、産業経済、

教育文化、保健福祉など、分野にこだわらない前向きな活動を育成します。

（2）第2ステージ（創造・展開期）
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○効率的な行財政運営システムの構築を実現させるとともに、協働のまちづ

くりの定着化、住民自治
＊

の育成等を図り、全国にさきがけた地域運営の実

現をめざします。

□財政運営指針

○財政規模は徐々に安定化することが考えられますが、国・県からの支援が

一層厳しい状況になることが避けられないことから、産業の育成や定住化

政策の推進など、財政基盤の確保に努めます。

○無駄をなくすための取り組みも行政評価システム等により、一定の成果を

あげていることが期待されますが、さらに、まちづくりについての市民・

企業との役割分担を明確化し、公共サービスの民営化や地域内分権
＊

による

地域住民の自主的なまちづくりの展開に向けた新たな仕組みづくりを進め

ます。
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□期間：概ね平成25～26年度

□まちづくりの重点戦略

○この10年のまちづくりの仕上げの期間として、また、新たな10年に向けた

準備期間として、土地利用や都市計画の現状評価、新たな広域道路網や公

共交通システムの検討などを進めるほか、景観整備など快適で魅力ある都

市環境の創出を図ります。

○産業の高度化をさらに進め、産業都市としての地位を揺るぎないものにす

るとともに、教育・福祉・余暇など、人を対象とする新たなサービス業の

育成を進めます。

○リサイクルシステム
＊

の構築など、行政・市民・企業が一体となった循環型

社会
＊

の構築をめざし、新たな処理施設の確保、リサイクル産業の育成を図

ります。

○国・県に頼らない、四国中央市独自の地域福祉文化の創造をめざして、行

政・市民・企業等が一体となった安定的な保健・福祉・医療サービスシス

テムを構築し、真の共生社会
＊

を実現します。

○誰もが自己実現を図りながら、しあわせな人生をおくることができるよう、

また、四国中央市に住むことが市民の誇りとなるよう、香り高い芸術・文

化のまちづくりなど、質の高い市民文化の醸成を図ります。

○行政のスリム化を一層進めるとともに、まちづくりのコーディネーター
＊

（調整者）としての機能の拡充、職員資質の向上を図ります。

□財政運営指針

○財政運営の安定化及び新たな地域投資に向けた財源の確保に努めます。

○地域内分権を確立し、バランスある地域整備を推進し、市全体が活き活き

と成長を続けるまちづくりをめざします。

（3）第3ステージ（熟成・飛躍期）
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土地は、現在及び将来における市民のための限られた資源であるとともに、

諸活動の共通の基盤です。本市の土地利用にあたっては、公共の福祉を優先さ

せ、恵まれた自然・歴史的環境との調和に配慮し、本市の特性を十分に活かし

た、健康で文化的な生活環境の確保と市域の均衡ある発展を図ることを基本と

して、総合的かつ計画的な土地利用の推進を図る必要があります。

このため、市域を４つのゾーン
＊

「産業物流ゾーン」「市街地ゾーン」「自然海

浜ゾーン」「山間交流ゾーン」に分け、それぞれのゾーンの特性を活かしなが

ら地域整備を進めることとします。

重要港湾三島川之江港を海の玄関口、三島川之江インターチェンジを陸の玄

関口とし、製紙・紙加工業を基幹とする工業が集積している地域です。

今後も本市の経済を牽引する役割をもったゾーンとして、製紙・紙加工業の

高度化を促進しながら、物流機能を高め、さらに新たな産業の育成を図ります。

市街地ゾーンは、多くの市民が暮らし、各種の都市施設が集積する地域であ

り、まちの賑わいの拠点となっています。

ここでは、多様な市民活動や交流活動、サービス等の経済活動が円滑に行わ

れるよう市街地整備を進めるとともに、安全・快適でうるおいある生活環境の

創出を図ります。

（1）産業物流ゾーン

（2）市街地ゾーン
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自然海浜ゾーンは、磯浦海岸や藤原海岸に代表される美しい浜辺と豊かな自

然を保っており、瀬戸内海でも貴重な存在となっています。水産業の育成はも

とより、これらの自然を活かし、新鮮な海産物の直販体制の整備やイベントの

開催により、魅力ある地域整備を進めます。

また、この海岸の南側に広がる平野部では、広い耕地を利用した高度な農業

生産体系を保っており、水産業と連携した取り組みにより、農漁村と都市との

交流活動を展開します。

山間交流ゾーンは、本市にとって重要な水源地であり、その大半を森林が占

め、広く林業が営まれています。森林は水源涵養
＊

、水害防止、環境保全など多

面的な機能を有し、市民生活と密接に結びついています。この豊かな緑の環境

を活かして、「霧の森」や「翠波高原」「スカイフィールド富郷」などの林間レ

ジャー、アウトドア活動の拠点が点在しています。

今後も、水源の涵養など森林の公益機能に配慮した保全を図るとともに、市

民や市外から訪れる人々の憩いとやすらぎ、交流の場としての整備を進めます。

（3）自然海浜ゾーン

（4）山間交流ゾーン
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「～四国のまんなか　人がまんなか～　手をつなぎ、明日
あした

をひらく元気都市」

を将来像とした新たなまちづくりを進めるため、次の６つのまちづくりを基本

方向（施策の柱）とします。

□まちづくりの基本方向（施策の柱）

（1）「四国のまんなか」であるために

①　潤いある環境をつくる（環境共生都市）

②　高度な産業構造をつくる（高次産業都市）

③　交流の基盤をつくる（四国交流拠点都市）

（2）「人がまんなか」であるために

①　みんなでつくる（協働都市）

②　安心できる暮らしをつくる（健康・福祉都市）

③　人材と文化をつくる（生涯学習都市）
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四国エックス・ハイウェイの結節点に位置する本市は、その恵まれた地の利

により、これまでにない四国内の交流拠点としての役割が期待されています。

そのために、地域資源としての自然環境、産業、社会資本などを最大限に活

用し、様々な交流の場における受け皿の整備を進めるなど「四国のまんなか」

にふさわしいまちづくりを進めます。

①　潤いある環境をつくる（環境共生都市）
豊かな自然と共生した潤いある地域環境を創造するため、計画的な土地利用

の推進や循環型社会の構築など積極的な環境対策を推進するほか、魅力ある地

域景観の創造、憩い・ふれあい・交流の場の充実をめざします。

○計画的な土地利用の推進（土地利用）

○地域環境の保全・管理の推進（環境対策・環境管理）

○豊かな自然環境の保全（自然環境保全）

○公害のない安全で快適な環境の創造（公害防止）

○循環型社会の構築（省資源・リサイクル・新エネルギー
＊

）

○適切で効率的なごみ・し尿の処理（ごみ・し尿処理）

○地域環境の向上（環境美化・墓地・斎場）

○地域性を活かした景観の創造（地域景観）

○憩い・ふれあい・交流の場づくり（公園・緑地、余暇・交流施設）

（1）「四国のまんなか」であるために
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②　高度な産業構造をつくる（高次産業都市）
特色ある産業の集積、地域資源を活かし、既存産業の高度化や新たな産業の

育成により、高次産業
＊

群の形成を図るとともに、就労促進や勤労者対策、消費

者対策の充実をめざします。

○地域経済を支える工業の振興（工業）

○未来をひらく新たな産業の育成（新規産業）

○賑わいあふれる地域商業の振興（商業）

○豊かな自然の恵みを活かした農林水産業の振興（農林水産業）

○地域資源を活用した観光・コンベンション
＊

の振興（観光・コンベンション）

○就労の促進と働く人への支援（就労・勤労者対策）

○消費者の保護と啓発（消費者対策）

③　交流の基盤をつくる（四国交流拠点都市）
市民生活や産業の基盤となる道路や上下水道、情報ネットワーク

＊

など社会資

本の整備を進め、交流の基盤を強化します。また、防災や治安においても先進

的な取り組みを図り、本市のみならず四国内の情報、技術、ボランティア資源

等が交流し、絶えず進取の精神に富むまちづくりを目指します。

○快適で賑わいある市街地の整備（市街地整備）

○市民生活と産業活動、交流を支える道路網の整備（道路）

○円滑な公共交通の確保（公共交通）

○海の物流拠点づくり（港湾）

○四国中央交流圏の形成（広域情報ネットワーク・広域連携
＊

・道州制
＊

）

○地域の高度情報化の推進（情報化）

○安全でおいしい水の安定した供給（水資源・上水道）

○快適な生活の実現と水域環境の保全（下水道・下水処理）

○市民生活の基本となる住宅・宅地の確保（住宅・宅地）

○災害に強い防災都市づくり（消防・防災・救急・救助）

○安全な地域生活の確保（地域安全・交通安全）
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「四国のまんなか」にふさわしいまちづくりを進める本市にとって、その施

策の根本といえるものは「人がまんなか」であるということです。まちづくり

の主役はあくまでも市民であるということを改めて認識し、協働の精神を広く

浸透させるとともに、市民一人ひとりの大切な命、健康、安心の生活を保障す

るなど、人にやさしいまちづくりを進めます。

①　みんなでつくる（協働都市）
市民と行政の協働によるまちづくりを展開するための仕組みをつくるととも

に、新たな時代に対応した行財政運営の実現をめざします。

○コミュニティの育成と住民自治の促進（コミュニティ）

○市民と行政のコミュニケーション
＊

の充実（広報・広聴・情報公開）

○市民・行政協働のまちづくりの推進（市民参画
＊

）

○効率的な行政運営の実現（行政運営・機構改革・行政評価）

○健全な財政運営の推進（財政運営・財政改革）

②　安心できる暮らしをつくる（健康・福祉都市）
ライフステージ

＊

（人生の各段階）に応じた健康づくりを推進するとともに、

少子・高齢化に対応し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる福祉社会

の創造をめざします。

○健やかな市民生活の実現（保健・医療）

○支えあう地域福祉文化の構築（地域福祉）

○誰もが安心して暮らせる生活の支援（高齢者・障害者・低所得者等）

○地域ぐるみの次世代育成支援（児童・ひとり親世帯）

○生活を支える社会保障の充実（保険・年金）

（2）「人がまんなか」であるために
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③　人材と文化をつくる（生涯学習都市）
本市の発展を担う人間性豊かな人づくり、活き活きとした生涯学習社会を構

築するとともに、個性豊かな地域文化の創造、多様な交流活動の展開をめざし

ます。

○人権の尊重と男女共同参画社会の実現（人権・同和教育、男女共同）

○児童・青少年の健全な育成（児童・青少年健全育成）

○学校・地域・家庭が一体となった教育環境づくり（学校教育）

○明日を担う優秀な人材の育成（高等教育）

○市民一人ひとりが活き活きと輝く生涯学習の推進（生涯学習）

○豊かな地域文化の創造（地域文化）

○スポーツ・レクリエーションの振興と余暇活動の充実（スポーツ・レクリ

エーション・余暇）

○多様な交流活動の展開（交流）
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①　計画的な土地利用の推進（土地利用）
土地は生活及び生産活動の共通の基盤であることを考慮して、公共の福祉を

優先させ、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な市民生活を確保するこ

とを前提とし、都市計画や農業振興地域整備計画、森林計画、自然公園法など

を踏まえ、国土利用計画に基づく総合的かつ計画的な土地利用を推進します。

特に、都市的な土地利用については、市街地の再開発や土地区画整理事業
＊

等

による適正な市街化の促進を図るとともに、防災対策に配慮した都市づくりの

推進に努めながら、良好な住宅地の形成や工業・商業用地の確保・整備を図り

ます。

また、自然的な土地利用については、農地や海岸、森林の保全・整備、自然

環境保全地区等の指定により、自然豊かな地域環境の維持を図ります。

②　地域環境の保全・管理の推進（環境対策・環境管理）
地球規模での環境保全が強く求められており、生態系の保全や温暖化防止な

どへの具体的な取り組みが必要とされていることから、自然環境の保全に配慮

した土地利用や公園・緑地の整備などを進めるほか、環境基本条例に基づき環

境基本計画を策定し、これを推進するなかで、市民・行政共通の具体的な取り

組みの展開を図るとともに、環境管理システムの整備・普及に努めます。

また、地球にやさしいライフスタイルの実現をめざす市民意識の啓発、市民

の自主的な活動の育成などに努めます。

③　豊かな自然環境の保全（自然環境保全）
本市の貴重な財産である自然環境については、自然と共生した土地利用の推

進による保全に努めつつ、実態調査・研究の推進、自然保護意識の啓発を図る

とともに、自然とのふれあいの場としての活用を進めます。

（1）潤いある環境をつくる（環境共生都市）
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④　公害のない安全で快適な環境の創造（公害防止）
企業の自主的な公害防止対策への取り組みを促進するとともに、近年の「都

市・生活型公害」や廃棄物の不適切な処理などによる環境問題に対応し、苦情

処理体制及び環境監視パトロール・指導体制を充実するとともに、市民意識の

啓発に努めます。

⑤　循環型社会の構築（省資源・リサイクル・新エネルギー）
行政と市民・企業が一体となって、ごみの減量化、再資源化への取り組みに

努め、リサイクルのまちづくりをめざすとともに、また、リサイクルセンター
＊

の整備など、リサイクルシステムの確立による循環型社会の構築をめざします。

さらに、循環型社会、環境にやさしいエコ・シティ
＊

の形成を図るため、ソー

ラーシステムや風力発電など新たなエネルギー・代替エネルギー
＊

の利用促進及

び研究・検討を進めます。

⑥　適切で効率的なごみ・し尿の処理（ごみ・し尿処理）
人口の増加や市民生活の高度化、産業活動の拡大などに伴いごみの排出・処

理量は増大を続けていることから、市をあげてごみの減量化に取り組むととも

に、排出量に対応した収集・処理、最終処分場の確保など、ごみの適正な処理

を進めます。

し尿処理に関しては、公共下水道等下水処理施設の整備状況に応じた効率的

な収集体制の確保を図るとともに、合併処理浄化槽
＊

の普及と適正な維持管理の

促進に努めます。

⑦　地域環境の向上（環境美化・墓地・斎場）
快適で衛生的な生活環境を維持・創出するため、地域コミュニティの育成に

努めながら、市民の自主的な環境美化活動を促進します。

墓地需要の拡大に対応し、既存民有墓地の適正管理を促進、公共墓地・霊園

の整備を図ります。また、火葬場や斎場についても、施設・設備を計画的に更

新します。
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⑧　地域性を活かした景観の創造（地域景観）
本市の豊かな自然資源、豊かな自然景観を守るとともに、地域の個性豊かな

都市景観の形成を図るため、景観条例の制定を図ります。

個性的で魅力ある都市環境の創出を図るためには、機能性や合理性に加えて、

本市の歴史、文化を尊重したゆとりやうるおいのあるまちづくりを進める必要

があることから、景観に対する市民の意識を高め、市民や企業の参画による魅

力ある地域景観づくりに努めます。

⑨　憩い・ふれあい・交流の場づくり（公園・緑地、余暇・交流施設）
公園や緑地は、憩い・ふれあいの場として、市民にうるおいとやすらぎを与

え、美しい都市景観を提供しています。このため、都市公園・緑地の計画的な

整備を進めるとともに、高齢者や子どもの利用に配慮した身近な公園の整備を

進めます。

また、公共施設等の緑化や屋敷林・寺社林など身近な緑の保全、市民の積極

的な参画による花と緑のまちづくりを推進します。

市民の余暇活動の場として、スポーツ・レクリエーション施設の充実を図る

とともに、森林資源を活用したキャンプ場や自然体験施設の充実を図ります。
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①　地域経済を支える工業の振興（工業）
景気の長期低迷や産業構造の変化など、厳しい外的条件を踏まえつつ、道路

整備等の操業環境の整備を進め、本市工業力の向上を促進します。また、住

宅・工場等の混在の解消と工業の集積を図るため、需要の動向を把握しつつ、

市内企業のための新たな工業用地の確保を図ります。

中小企業に対しては、ＩＴ
＊

（情報技術）の革新や国際化、環境問題への対応

など、時代の流れに対応できるよう、経営体質の充実・強化等の支援に努める

とともに、人材能力の開発や技術力の向上等を促進します。このほか、工業関

連団体の育成及び活動の支援に努めます。

②　未来をひらく新たな産業の育成（新規産業）
先端技術によって支えられてきた本市の経済的な活力の再生を図るため、Ｉ

Ｔ（情報技術）の進展に対応できる人材の育成に努めます。

また、パソコンを活用した在宅就業（テレワーク
＊

）の普及促進やベンチャー

企業への支援など、情報関連産業の育成を図るとともに、教育・文化、保健・

福祉など、対人サービス業の育成に努めます。

③　賑わいあふれる地域商業の振興（商業）
商店街については、商業者の主導による中心市街地の活性化を進めるなかで、

商店街環境を整備し、地域性豊かで特色ある商店街づくりを促進します。

また、買物客の市外流出や郊外型大型店舗の進出、商店の後継者不足など、

厳しい状況におかれている地域商業を活性化するため、経営への支援や人的資

源の育成と活性化、消費者ニーズに対応したサービスの向上を促進します。

さらに、港湾やインターチェンジなど海陸の物流拠点と結ぶ物流機能の集積

を促進するとともに、各種業務機能の立地を促進します。このほか、商業団体

の育成及び活動の支援に努めます。

（2）高度な産業構造をつくる（高次産業都市）
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④　豊かな自然の恵みを活かした農林水産業の振興（農林水産業）
本市の農業は比較的高い生産性をもっており、今後も時代の潮流に適切に対

応しながら、地域性豊かな先端農業地域の形成を図ることが求められ、農地の

保全・集約化による生産基盤の確保・整備、後継者の育成をはじめとする経営

の安定化、農家の情報化や環境保全型農業
＊

の育成など、新たな農業の展開を図

ります。

また、「地産地消
＊

（地域で産出した作物を地域で消費すること）」活動の推進、

観光農業
＊

の育成や農村・都市交流の推進など、農業・農地のもつ多様な機能を

活かした豊かな地域性の確立をめざします。さらに、各種農業団体の育成及び

活動の支援に努めます。

林業については、森林のもつ公益的な機能に着目し、森林の維持・保全及び

計画的な造林・保育を進めながら、林道や治山施設の整備を図ります。

また、特用林産物
＊

の振興を図るとともに、自然とふれあう空間としての森林

の多面的活用を図ります。さらに、林業団体の育成及び活動の支援に努めます。

水産業については、漁業生産基盤の整備、資源管理型漁業
＊

の推進、水産物流

通・加工システムの確立を進めるとともに、魚食普及
＊

に努めます。

このほか、地域の農林水産業と製造業、観光サービス業との融業化を促進し、

地域性豊で魅力ある地域産業の形成を図ります。

また、集落排水施設の整備など、農山村・漁村の生活環境の整備を進めます。

⑤　地域資源を活用した観光・コンベンションの振興

（観光・コンベンション）
生涯余暇時間の増大といった時代潮流や広域的なアクセスに優れた立地条件

を踏まえ、恵まれた自然や歴史・文化などの地域資源を活かした特色ある観光

地づくりをめざした振興ビジョン
＊

を策定するとともに、観光基盤の整備及び観

光ルートの整備、本市のイメージアップ等による観光的な魅力の向上をめざし

ます。

また、観光団体の育成を図るとともに、広域的な連携による広域観光ルート

の整備及びプロモーション
＊

（宣伝活動）の充実に努めます。さらに、四国の交

流拠点都市として中核的な役割を果たすコンベンションホール
＊

の整備や宿泊施

設の充実促進、民間企業の参画によるイベント企画機能の向上などコンベンシ

ョン（集会や会合、会議、見本市等の各種催し物）の振興を図ります。
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⑥　就労の促進と働く人への支援（就労・勤労者対策）
市民の安定した生活を確保するため、民間企業との連携により、福利厚生の

充実や労働環境の改善など勤労者福祉の充実を図るとともに、関係機関との連

携により、高齢者や障害者、女性等の雇用・就労の促進を図ります。

⑦　消費者の保護と啓発（消費者対策）
生活に役立つ商品知識の普及や情報の提供などに努めるとともに、関係団体

との連携により、苦情相談活動や消費者関連団体の育成を図り、市民の消費生

活の安定と向上をめざします。
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①　快適で賑わいある市街地の整備（市街地整備）
市街地整備は快適で機能的なまちづくりの基本となることから、川之江・伊

予三島の中心市街地においては「中心市街地活性化基本計画」に基づき、快適

で賑わいある市街地環境を創出するとともに、再開発や住環境整備事業等の推

進による個性豊かな市街地の整備を進めます。

周辺市街地においては、土地区画整理事業等による良好な住環境の確保を図

ります。

②　市民生活と産業活動、交流を支える道路網の整備（道路）
道路は市民生活の基盤として不可欠なものであり、地域の発展のために計画

的・機能的な道路整備を進める必要があることから、バイパスなど国・県道の

整備促進による広域的な道路交通体系の充実を図ります。

また、市内の幹線道路の計画的な整備を推進するとともに、市民生活に密着

した生活道路の整備に努めます。さらに、人にやさしい道づくりをめざし、道

路景観の向上やバリアフリー化、道路緑化などに努めます。

③　円滑な公共交通の確保（公共交通）
通勤や通学をはじめとする市民活動の利便性の向上を図るため、関係機関と

の連携のもとに、鉄道やバスのダイヤの充実など、輸送力の維持・拡充を促進

します。

④　海の物流拠点づくり（港湾）
重要港湾三島川之江港の国際港としての機能強化、港湾区域に接続する幹線

道路網の整備を促進し、高速道路網と連携した広域的な物流体系の確立をめざ

します。また、重要港湾における旅客機能の整備による海上交通の確保を促進

します。

（3）交流の基盤をつくる（四国交流拠点都市）
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⑤　四国中央交流圏の形成（広域情報ネットワーク・広域連携・道州制）
本市は、愛媛県第５次長期計画において「県際交流圏

＊

」として位置づけられ

ています。これは四国の中央地域にあり、愛媛県として唯一四国内の他県すべ

てに接している地域であることが理由です。合併して１市となった今日、この

県境を越えた広域的な交流圏の形成に果たす本市の役割はより明確なものとな

ってきました。

具体的には、四国中央地域の自治体で構成する「四国中央サミット
＊

」の連携

を強化し、県境を越えた行政ネットワークの形成や防災・地域安全システムの

構築、さらにはCATVやインターネットを利用した四国四県の各種情報提供な

どを図り、四県の顔が混在する新たな魅力ある都市づくりを進めます。

また、今後の地方自治のあり方として、地方制度調査会
＊

においても検討され

ている「道州制」については、本市の役割を踏まえ、導入に向け関係機関へ積

極的に働きかけていきます。

⑥　地域の高度情報化の推進（情報化）
高度情報化社会に対応し、市民生活の利便性や行政サービスのより一層の向

上を図るため、学校教育や社会教育との連携による情報化に対応した人材の育

成に努めるとともに、行政の情報化と連携しながら、ＣＡＴＶの整備、活用に

よる地域の情報化を推進します。

⑦　安全でおいしい水の安定した供給（水資源・上水道）
水資源は、生活と経済活動に欠かせないものであるため、水源の保全・確保

及び水源地域の環境保全による水源涵養機能の維持・向上により水道水や工業

用水、農業用水の確保に努めます。また、水辺の快適空間の整備、防災に配慮

した河川・水路の整備を図ります。

上水の供給については、将来の人口や世帯の増加、市民の生活様式の多様化

などによる需要増大に対応した安定供給が求められることから、水源の保全、

水道施設・設備の計画的な整備・更新により安定した給水に努めるとともに、

上水道事業及び簡易水道事業等の統合を視野にいれ、計画的な設備投資や総合

管理システムの導入を検討し、水道事業の健全な発展をめざします。
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⑧　快適な生活の実現と水域環境の保全（下水道）
快適な生活環境の創造、河川・海洋など公共用水域の水質保全及び浸水防止

のために、公共下水道事業による下水処理施設の整備を推進するとともに、施

設の適正な維持管理、下水道事業の安定化に努めます。

また、公共下水道の計画区域外における集落排水事業の推進や合併処理浄化

槽の設置促進に努めます。

⑨　市民生活の基本となる住宅・宅地の整備（住宅・宅地）
市民の生活様式の多様化や高齢化、さらに快適性に対するニーズの高まりな

どに対応し、新たな住宅地の開発や土地区画整理事業、さらに民間開発の適正

誘導による質の高い住宅地の計画的な供給を図るとともに、住宅密集地区にお

けるミニ再開発
＊

を推進します。

また、市営住宅の維持管理と計画的かつ効果的な建て替え・改善による居住

環境の向上を図ります。

⑩　災害に強い防災都市づくり（消防・防災・救急・救助）
本市は、急峻な地形など、水害やがけ崩れなどの災害を受けやすい自然条件

を有しているほか、住宅密集地区での浸水被害も懸念されています。このため、

常備消防（水防）体制の充実及び消防（水防）団組織の強化、防災施設の整備

等による消防・防災対策の推進を図るとともに、地域防災計画の策定及びこれ

を踏まえた防災体制の確立、消防・防災訓練等を通じた防災意識の啓発や地域

の自主防災体制の充実、市街地におけるオープンスペース
＊

の確保や治山・治水

事業の推進など、地域全体の防災機能の向上を図ります。

また、救急車両の充実や職員の資質向上及び救急救命士の育成などに努めな

がら、救急・救助活動の推進を図ります。
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⑪　安全な地域生活の確保（地域安全・交通安全）
凶悪化、広域化、多様化する犯罪から市民を守るため、関係機関や地域との

連携のもとに防犯組織の強化、自主防犯体制の確立、防犯・暴力追放運動の強

化を図ります。

また、広報等により、市民の防犯意識の高揚に努めます。

また、自動車交通量の増大とともに交通安全対策は緊急の課題となっている

ことから、交通事故の未然防止に配慮した道づくりや規制の見直しを図りつつ、

交通安全施設の整備を進めます。

また、関係機関・団体との連携による交通安全教育の推進及び各種交通安全

キャンペーンによる交通安全運動の推進を図ります。
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第2節

「
人
が
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

①　コミュニティの育成と住民自治の促進（コミュニティ）
住民自治の理念のもとに、特性を活かした住民が主体となったまちづくりを

促進するため、自治会活動を支援するなかで、地域活動への参加意識やふるさ

と意識の高揚、連帯感の醸成、地域リーダーとなる人材の育成を進めるととも

に、コミュニティ活動の拠点となる施設の充実を図ります。

②　市民と行政のコミュニケーションの充実（広報・広聴・情報公開）
市民と行政のコミュニケーション手段として重要な役割を果たす広報及び広

聴については、広報・広聴一体となった推進を基本とし、従来の媒体の充実に

よる活動の充実を図るとともに、インターネットホームページの活用による市

民とのコミュニケーションの充実、情報の共有化を図ります。

また、市政への積極的な市民参加を促進するため個人情報保護の条例化及び

情報公開システムの整備を進めます。

③　市民・行政協働のまちづくりの推進（市民参画）
市民と一体となった協働のまちづくりを進めるため、市民参加による自治基

本条例の制定を図るほか、市民ニーズの把握及び市民との情報の共有化、各種

審議会等への市民参加の推進、パブリック・コメント
＊

（市民提案）制度の確立、

行政評価（施策評価）システムにおける市民参加による委員会の設置、市民参

加による補助金等見直し審査委員会の設置、住民投票
＊

制度の検討など、市民参

加機会の充実に努めます。

また、市民の自主的なまちづくり活動の育成、まちづくりＮＰＯやボランテ

ィアなど、市民が主体となった各種団体の育成とこれらとの連携によるまちづ

くりの展開を図ります。

一方、地方分権を推し進めるため、職員の意識改革及び能力開発に努めると

ともに、国・県との新たな関係のもとでの各種制度の整備を進めます。

（1）みんなでつくる（協働都市）
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④　効率的な行政運営の実現（行政運営・機構改革・行政評価）
行政需要の高度化・多様化のなかで、総合的、計画的で活力ある行政運営を

推進し、市民サービスの向上を図るため、企画立案機能の強化や行政評価シス

テム（施策・事業評価手法等）の確立、柔軟な組織づくりなどにより、施策・

事業の効率的実施を図るとともに、事務改善の推進や行政の情報化推進、適性

を考慮した人材活用及び資質向上に努めます。このほか、合併後の行政の効率

化を一層推進するため、スクラップ・アンド・ビルド
＊

による公共施設の統廃合

や新庁舎の整備を図ります。

また、地方分権に対応するとともに、隣接市町村との連携のもとに広域的な

計画を踏まえながら各種施策を推進し、広域行政サービス・ネットワークの構

築に向けた積極的な対応を図ります。

⑤　健全な財政運営の推進（財政運営・財政改革）
地方交付税

＊

の削減といった国と地方の財政的な関係の再構築に対応しつつ、

健全な財政運営を堅持するため、市税、使用料・手数料など自主財源
＊

の拡充に

努めるとともに、合併特例債の効果的な活用、その他、国・県補助金等の特定

財源
＊

の適切な確保に努めます。

また、歳出については、行政改革の推進と経費全般の徹底した見直し、まち

づくりにおける市民・企業との役割分担の明確化等により節減合理化を進め、

事業の適正な執行とコスト意識の醸成に努めます。
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①　健やかな市民生活の実現（保健・医療）
市民の健康を守るために、乳幼児健康診査など母子保健対策の充実を図ると

ともに、健康診査や各種がん検診、訪問指導、健康相談・指導、各種健康教室

など生活習慣病
＊

対策を核とした保健事業の充実を図ります。

また、各種保健事業や健康づくりの支援活動を支えるマンパワー
＊

の確保に努

めます。

さらに、福祉分野との連携を強化し、乳幼児や高齢者、障害者に対する地域

でのケア機能
＊

の強化を図ります。

生涯を通じた市民の健康づくりを支えるために、年代やライフスタイルに応

じた健康づくりの促進や意識啓発に努めるとともに、健康づくり拠点施設の充

実を図ります。

市内医療機関の充実を促進するとともに、病院と診療所の連携及び広域的な

医療ネットワークの充実により、初期治療から高度な医療サービス、救急医療

に対応した地域医療体制の確立をめざします。

また、疾病の予防、早期発見・早期治療に的確に対応できる保健と医療のネ

ットワーク体制づくりに努めます。

②　支えあう地域福祉文化の構築（地域福祉）
誰もが住み慣れた地域で、生きがいや楽しみを持って安心した生活がおくれ

るよう、地域福祉計画を策定し、これに基づき、市民の福祉意識を高め、地域

福祉推進の中心的役割を担う社会福祉協議会の充実や民生児童委員活動への支

援、NPOやボランティア活動の育成・強化など、地域福祉体制の強化により、

あたたかい心で支え合う地域づくりを推進します。

（2）安心できる暮らしをつくる（健康・福祉都市）
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③　誰もが安心して暮らせる生活の支援（高齢者・障害者・低所得者等）
高齢者については、高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らせるよう、

介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の策定を行い、生活支援、介護予防に

重点を置いた介護給付及び各種保健福祉サービスの充実を進めます。

また、生涯学習活動や就労機会の拡充などによる、社会参加の促進や生きが

いづくりの支援に努めます。

障害のある人も地域で自立し、生きがいのある生活がおくれるよう、ノーマ

ライゼーション
＊

（高齢者も若者も、障害者もそうでない者も、人間として普通

の生活をおくるため、ともに暮らし、ともに生きるような社会が当たり前であ

る、という考え方）の理念のもとに、新たな制度改正を踏まえた障害者計画を

策定し、あらゆる相談に応じられる体制の整備、障害者が安心して暮らせる生

活の場の確保やライフステージの各段階に応じた在宅及び施設サービスの提

供、発達障害
＊

も含め、障害のある子どもに対する早期療育
＊

及び教育の推進、生

活支援の充実を図ります。

また、障害のある人の社会参加を促進するため、公共施設等のバリアフリー

など、生活環境の改善に努めるとともに、スポーツ・文化活動への参加促進、

障害の有無を乗り越えた相互理解の促進及び障害のある人の権利擁護対策の推

進を図ります。

低所得者など経済的に困窮する市民に対しては、要保護世帯の的確な把握や

相談・指導の充実に努めるとともに、自立した生活の安定化に向けて就労支援

など自立更生の促進に努めます。

④　地域ぐるみの次世代育成支援（児童・ひとり親世帯）
少子化に対応した次世代育成支援対策については、本市の将来を担う子ども

たちの健全な育成を図るため、多様な保育サービスの提供や放課後児童クラブ
＊

など児童健全育成環境の整備、子どもに関する様々な相談・指導機能の充実や

子育て支援ボランティア
＊

の育成など、子育てを応援するための総合的な施策を

推進し、安心して子どもを産み、育てられる環境を整えます。

また、母子家庭・父子家庭に対しては、生活の安定と、経済的・精神的自立

を促進するために、相談体制や必要な助成制度を充実し、関係機関との連携に

よる支援体制の整備に努めます。
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⑤　生活を支える社会保障の充実（保険・年金）
医療費の増大により、厳しい財政状況にある国民健康保険については、各種

保健事業の展開、国に対する制度充実の要望などにより、財政の健全化に努め

ます。

国民年金については、制度に対する普及啓発に努め、未加入者の加入促進及

び滞納の解消に努めます。

また、国に対し制度の一層の充実を要望します。

介護保険については、相談体制の強化を図るとともにケアマネジメント
＊

の充

実を促進し、認定から介護給付、アセスメント
＊

に至る事業の円滑な実施に努め

ます。また、介護予防
＊

も含め、介護サービス基盤の充実を促進します。
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①　人権の尊重と男女共同参画社会の実現（人権・同和教育、男女共同）
人権が尊重され、差別のない明るい社会の実現のために、人権問題の正しい

理解と認識を深める啓発活動を積極的に進め、差別のない社会をめざします。

特に同和問題の早期解決に関しては、学校及び社会における人権・同和教育

を推進し、指導体制の充実と意識啓発・研修活動の強化により、差別を許さな

い人権意識の高揚を図ります。

男女があらゆる分野でともに参加し、協力しあえる男女共同参画社会実現の

ための計画を策定するとともに、計画推進体制の整備、市民意識の啓発及び女

性の社会参画促進等を進めます。

②　児童・青少年の健全な育成（児童・青少年健全育成）
児童や青少年が社会性や協調性を身につけ、個性豊かにたくましく成長する

地域環境づくりをめざして、家庭教育の推進による明るい家庭づくりや子ども

会・愛護班
＊

等の活動支援、公民館活動を通じた明るい地域づくりを図るととも

に、学校・家庭・地域の連携、有害環境の排除など、市民ぐるみの取り組みを

展開します。

③　学校・地域・家庭が一体となった教育環境づくり（学校教育）
幼児教育に関する様々な相談機能を充実するとともに、幼稚園・保育所と小

学校の連携体制の強化による幼児教育の充実に努めます。

義務教育については、心豊かな人格の形成や将来のまちづくりを担う人材育

成の場としての役割を果たすため「豊かな心を育む教育」の充実を図るととも

に、家庭や地域、関係機関との連携による生徒指導の充実、教育相談体制の充

実を進めながらいじめや不登校などの問題に対応するなど、子どもたちの「生

きる力」を育む教育の推進を図ります。

また、自主性や創造性を育みながら各教科の学習や進路指導、障害児教育な

どの充実により「確かな学力」を育成し、個性を活かす教育の推進を図るとと

もに、学校体育や保健・安全指導、学校給食の充実など健やかな心身の育成、

さらに、地域の教育力を活用するなど体験を取り入れた学習、情報化や国際化

に対応できる学習、環境や福祉に関する学習など、時代に対応した総合的な学

（3）人材と文化をつくる（生涯学習都市）
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習の時間を充実します。

またさらに、研修・研究の充実による教職員の資質向上、学校施設・設備等

の整備充実による教育環境の向上、ゆとりある教育環境の創出を図ります。

このほか、学校週５日制のもとで、社会教育と連携しながら、子どもの地域

活動への参加促進や家族で生涯学習に取り組める機会の充実を図ります。

④　明日を担う優秀な人材の育成（高等教育）
高次産業都市としての地域のニーズに対応した人材育成を図るため、工業

系・情報系学科の充実など高等学校における教育内容の充実を促進するととも

に、専門学校や短大・大学など、高度で専門的な人材育成機関の立地を促進し

ます。

また、向学の志や能力がありながら、経済的な事情により、高等学校や大学

など、高度な教育機関での就学が困難な人に対しては、奨学金制度の充実によ

り、高度な教育機会の確保を図ります。

⑤　市民一人ひとりが活き活きと輝く生涯学習の推進（生涯学習）
市民一人ひとりが自分にあった学習活動に親しみ、個性と能力を伸ばし、生

きがいを持って充実した人生をおくることができる｢生涯学習社会｣の実現をめ

ざし、生涯学習基本構想を策定するとともに、市民の多様な学習ニーズに応え

られるよう、行政と市民が一体となった生涯学習推進体制の確立、公民館、図

書館をはじめ、多様な生涯学習拠点の整備により「いつでも・どこでも・だれ

でも」学習が可能となる環境づくり、公民館事業における学習メニューの充

実・多様化や人材バンク
＊

などを活用した講師・指導者の確保・育成に努めま

す。

また、明るく豊かで活力ある地域社会を創造するため、学習の成果をまちづ

くりに活かす生涯学習まちづくり・ボランティア活動の育成に努めます。

さらに、学校教育と社会教育が一体となった事業の展開を図り、活力ある生

涯学習社会の形成をめざします。
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⑥　豊かな地域文化の創造（地域文化）
文化の香り高いまちづくりを進めるため、市民の自主的な文化活動の育成を

図るとともに、各種芸術文化施設の充実及び利用の促進に努めます。

また、特色ある伝統文化を後世に伝えるため、史跡や文化財を保全・整備す

るとともに、各種地域史・資料の発掘・調査とその保全・活用に努め、郷土の

歴史・文化に対する市民意識を醸成します。

また、民俗芸能や伝統行事の保護・継承に努め、後継者の育成を図ります。

⑦　スポーツ・レクリエーションの振興と余暇活動の充実

（スポーツ・レクリエーション・余暇）
市民の健康づくりや交流活動を深めるため、スポーツ・レクリエーション環

境づくりが強く求められています。このため、生涯スポーツ
＊

の観点から、スポ

ーツ・レクリエーション活動の普及促進に努め、体育施設などの整備を進める

ほか、ライフステージやニーズに応じた活動メニューの整備と指導者の確保・

育成に努めます。

また、余暇時間の有効な活用のため、スポーツ・レクリエーションの振興と

ともに、豊かな自然資源を活かした余暇活動拠点の充実を図ります。

⑧　多様な交流活動の展開（交流）
市民が様々な人々とあらゆる分野で交流し、視野や見聞を広め、相互理解を

深めあうことが地域の活性化につながることから、姉妹都市
＊

や各自治体との交

流事業の発展的・継続的な推進を図るとともに、市民主体の交流活動の育成に

努めます。

また、農山村・漁村と都市との交流など本市の地域資源や人材を活かした幅

広い地域との多様な交流を支援します。

国際化に対応した人材を育成し、国際友好都市等との交流事業の発展的・継

続的な推進を図るとともに、民間交流活動への支援など市民主体の交流団体の

育成に努めます。

また、青少年の海外派遣など、国際交流機会の充実を図ります。さらに、四

国の交流拠点都市としての中核的な役割を果たす文化交流施設を整備するほ

か、市内に在住する外国人や来訪する外国人に対する情報の提供、外国語表記

の案内板の設置などによる交流環境の整備を進めます。
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第1節

四
国
中
央
市
総
合
計
画
基
本
計
画

「四国中央市総合計画」は、地方自治法第２条に規定される「基本構想」と

その具現策の大綱である「基本計画」及び直近３年間の年次計画を１年ごとに

見直す「実施計画」の３本柱で構成されています。このうち、基本構想につい

ては本年（平成17年）3月定例市議会において議決され、成案化されました。

本基本計画は、この基本構想の理念を具現化させるための各施策の大綱となる

ものですが、その計画期間については基本構想と同様に合併後10年間と定め、

平成26年度を目標年度としています。ただし、合併後の過渡期的な行政事情の

変化や「三位一体改革」に象徴される国をあげての改革による制度上、財政上

の変化など、今後10年間の市政運営は予断を許さない不透明な環境下におかれ

るものと予想されます。従って、本基本計画の進行管理においては策定後5年

を目処として見直しを行うものとしています。

新�　�　�市�　�　�建�　�　�設�　�　�計�　�　�画�

精�査�・�取�捨�選�択�    課� 題� 継� 承�
優�先�順�位�検�討�

○�第�1 次�総�合�計�画� ○�第�2 次�総�合�計�画�

基�　�　�　�本�　�　�　�構�　�　�　�想� 基� 本� 構� 想�

　� 基�

第1次 実施計画�

第2次 実施計画�

第3次 実施計画�

第4次 実施計画�

第5次 実施計画�

第6次 実施計画�

第7次 実施計画�

第8次 実施計画�

第9次 実施計画�

第10次 実施計画�

　�本�　�計�　�画� ▽� 基�本�計�画�（�見�直�し�後�）� 基� 本� 計� 画�

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ・・・�17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ・・・�

計 画 行 政 の 体 系
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また、その施策の展開にあたっては、10年間という長期間において各種事務

事業の進行をより大局的かつ連鎖的に把握する必要があることから、従来の予

算科目的な視点ではなく、あくまでも「四国のまんなか　人がまんなか」とい

う基本構想の将来都市像に基づく下記の６つの視点（施策の柱）からそれぞれ

展開しています。

潤いある環境をつくる（環境共生都市）

高度な産業構造をつくる（高次産業都市）

交流の基盤をつくる（四国交流拠点都市）

「四国のまんなか」であるために

みんなでつくる（協働都市）

安心できる暮らしをつくる（健康・福祉都市）

人材と文化をつくる（生涯学習都市）

「人がまんなか」であるために
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第2節

新
市
建
設
計
画
と
の
整
合
性

合併前、平成15年8月に策定された「新市建設計画」は「市町村の合併の特

例に関する法律」の規定により、合併協議会において策定が義務づけられた計

画であり、いわば「合併協定項目」の一つであると言えます。また、総務省通

達では「新市建設計画に基づく事業」であることが合併特例事業として認定す

る条件と定めており、同事業に充当される合併特例債を借り入れるためにはま

ずこの新市建設計画に掲載されていることが第一条件となります。すなわち、

新市建設計画は合併の是非を判断する材料であるとともに、合併後の財政特例

措置（合併特例債）の担保となる性格をも有しています。従って、他の計画や

条例などと同様に、いくら合併前に策定されたものといえども合併後において

直ちにその効力を失するものではありません。むしろ、同計画の進行管理をチ

ェックするために土居町及び新宮町に地域審議会が設置されているように、合

併後も同計画は尊重され、具現化されるべきものであります。

これに対し、総合計画は地方自治法の規定に基づき策定される基本構想を核

とした計画体系であり、合併による設置市といえどもその規定の例外とはなり

えません。従って、合併市町村には例外なくこの2つの計画が並行して存在し、

その整合性を図る必要が生じてきます。どのようにその整合性を保つかについ

ては、当事者である市長が財政状況等を勘案しつつ取捨選択し、優先順序を付

することによって行われますが、具体的には新市建設計画の中から、より具現

性の高いものを抽出し、基本計画及び実施計画に転載される形となります。た

だし、10年間という長期間において、新たな行政需要から生じた事業について

は、新市建設計画に掲載されていない事業であっても実施する場合があります

し、それが合併特例債の充当を必要とする事業であれば、同計画を変更する場

合もあります。

近年、国の補助金や交付税の見直しなどによる財政改革には合併前の予想を

上回るものがあり、地方財政は極めて厳しい局面を迎えています。いわば合併

公約である新市建設計画についてもそのあまりに早い状況変化から、厳正な見

直しを余儀なくされており、今回の基本計画においては下記の表に示すとおり

かなりの事業費の圧縮を行いました。ただし、施設の統廃合など当該事業の根

本的な状況の変化による取捨選択を除き、新市建設計画に掲載されている事業

はそのほとんどが基本計画に継承されています。
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新 市 建 設 計 画 と 基 本 計 画 に お け る 事 業 比 較

区　分 新市建設計画 基本計画 比　較

普通建設事業費（財政計画ベース） 92,241 60,000 △32,241

主要建設事業費（積算ベース） 88,113 57,545 △30,568

上記事業費に充当予定の合併特例債 40,144 20,261 △19,883

（普通会計　単位：百万円）

※「普通建設事業費（財政計画ベース）」とは、10年間における財政収支計画における普通建設事業費であり、予算的な性
格を持つものです。これに対し「主要事業費（積算ベース）」とは、実際に事業費を積算した合計額で、原則として500
万円以上の普通建設事業費の合計となります。
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昭和60年3月27日、11キロメートルの高速道路が当地で産声をあ

げました。この四国縦貫自動車道第７次区間（三島川之江IC～土居IC）

は、四国初の高速道路として脚光を浴び、以来手足を伸ばすように四

国内に高速道路が伸展していきました。着工するまでが難しいと言わ

れる高速道路ですが、なぜ当地がその先陣を切れたのか、合併を実現

させた今、もう一度その理由を考え直してみましょう。それはけっし

て「四国中央市」という名称と関係がないわけではありません。

四国エックスハイウエイの結節点に位置するというメリットは、こ

れまで「紙」に支えられてきた工業都市に新たな可能性を与えてくれ

ました。「四国の交流拠点」という役割です。「人が集まる」ということ

は、ひいては物が集まり、情報が集まり、人が育ち、新たな産業や文

化が育ちます。日本全体が閉塞感、停滞感に浸りつつある今日、より

力強い郷土を築いていくためには何が必要なのか。先見の明とたゆま

ぬ努力により、その道標を築いてくれた先達に応え、私たちは様々な

交流基盤の整備を進め「四国のまんなか」にふさわしいまちづくりを

進めていきます。

子や孫たちに誇れる豊かな郷土を残すために。

「四国のまんなか」で
あるために



�
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第1節

計
画
的
な
土
地
利
用
の
推
進
（
土
地
利
用
）

○本市の土地利用状況は、総面積約420km2のうち林野78％、宅地９％、経営耕

地４％、その他９％となっていますが、近年、高速道路網・国道バイパス・

港湾の整備などを背景に農地等から商工業地・宅地等への転換が進んでいま

す。

○広域幹線道路の整備とともに市街化も進んでおり、限られた土地に住宅や産

業施設が混在するなど土地利用の混乱がみられます。

○山間部においては、整備された農林用地を高度利用しつつ優れた自然環境や

景観の保護と連携した森林資源や水資源の保全も重要な課題となっていま

す。

○多様化する社会的要請に対応し、積極的かつ効率的な土地利用を図るため、

国土調査法に基づく地籍調査を昭和55年度から実施しており、現在計画調査

対象面積の40％の調査を終えて逐次数値情報化を行い、各分野で利活用して

います。

○地籍調査は、長期間を要するものの、新市づくりの基礎となるものであり、

今後とも計画的に事業を推進し、早期完了に努める必要があります。

基 本 認 識
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第
　
　
章

「
四
国
の
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ん
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か
」
で
あ
る
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め
に

潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
市
）

潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
市
）

１

○公共の福祉を優先させ、恵まれた自然・歴史的環境との調和に配慮し、本市

の特性を十分に活かした、健康で文化的な生活環境の確保と市域の均衡ある

発展を図ることを基本とし、総合的かつ計画的な土地利用を推進します。

○自然的な土地利用については、農地や海岸、森林の保全・整備、自然環境保

全地区等の指定により、自然豊かな地域環境の維持を図ります。

○都市的な土地利用については、市街地の再開発や土地区画整理事業等による

適正な市街化の促進を図るとともに、防災対策に配慮した都市づくりの推進

に努めながら、良好な住宅地の形成や工業・商業用地の確保・整備を図りま

す。

○本市の土地利用動向、都市施設の整備状況など都市化の進展を考慮しながら、

都市計画法による都市計画区域
＊

・用途地域
＊

の決定などを総合的に再検討し、

快適な都市環境の確保に努めます。

○本市の都市計画事業や各種まちづくり施策を進めるための指針となる都市計

画マスタープラン
＊

を策定し、まちづくりの方針を確立します。

○国土をより高度にかつ合理的に利用するための基礎資料として、地籍調査の

推進を図ります。

基 本 方 針

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

国土利用計画をはじめ、都市計画、農業
振興地域整備計画等の土地利用関連計画
に基づく計画的な土地利用の推進を図
る。

マスタープラン
策定
都市計画区域策
定

平成17～19年
度策定・運用
平成16～17年
度策定・運用

良好な市街地環境の形成や都市における
住居、商業、工業などの適正な配置によ
る機能的な都市活動の確保を図るため、
必要に応じた用途地域等の見直しを進め
る。

用途地域策定 平成20年度策
定・運用

施策

計画的な土
地利用の推
進

用途地域等
の見直し

自然的土地
利用の推進

自然環境の
保全・活用

残された貴重な自然環境の保全を図るた
め、保全地区指定を進めるとともに、自
然との共生を図りながら適切な利用計画
に基づく整備を図る。

マスタープラン
策定

平成17～19年
度策定・運用

優良農地の
保全

農業生産基盤としての利用にとどまら
ず、緑の環境資源として、また、災害防
備等の機能をもつ農地の保全に努める。

県営事業推進の
要望
市単独事業の推
進

総合的な土
地利用計画
の推進



78

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

国土利用及び都市計画マスタープランに
おける土地利用の方針及び市街地形成の
基本的な考え方を踏まえながら、都市計
画法に基づく適切な市街地の形成を誘導
していく。

マスタープラン
策定
用途地域策定

平成17～19年
度策定・運用

公共施設等の用地については住民ニーズ
の多様化・高度化に即した既存施設の質
的な向上と計画的な用地の確保を図る。

マスタープラン
策定

平成17～19年
度策定・運用

施策

適正な市街
化の誘導

公共・公益
用 地 の 確
保・整備

地籍調査の
推進

地籍調査の
実施

毎筆の土地について、その所有者、地番、
地目の調査及び境界、地積に関する測量
を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
する

進捗率（調査済
面積比）61％

土地情報管
理システム
の充実

地籍調査の成果及び国家座標に基づき確
定測量を実施した土地区画整理や土地改
良施行地区等のデータをシステムに投入
し、その利活用を図る。

事業終了後随時
システム化

都市的土地
利用の推進

都市防災性
の向上

市街地における計画的な公園・緑地の整
備等によりオープンスペースの確保を図
るとともに、都市計画道路の整備及び緑
豊かでゆとりある市街地環境の創出、防
災関連施設の整備、建築物の耐震化促進
等、総合的な取り組みにより都市防災性
の向上を図る。

宮川周辺地区ま
ちづくり事業

平成20年度終
了（第1期）
平成25年度終
了（第2期）

住居系用地
の確保・整
備

住居系用途地域については、住宅ニーズ
に対応し、土地区画整理事業等の都市整
備により、快適な居住区間の確保を図る。

マスタープラン
策定

平成17～19年
度策定・運用

商業・業務
系用地の確
保・整備

商業・業務系用途地域については、本市
の顔にふさわしい中心市街地の形成を図
るため、高度利用を促進し、既存商業・
業務施設の質的な向上を図る。また、良
好な近隣商業地域の形成を促進する。

マスタープラン
策定

平成17～19年
度策定・運用

工業系用地
の確保・整
備

工業系用途地域については、都市基盤の
整備を進めながら民間企業の立地及び操
業環境の向上を促進し、自然や地域住民
生活と共生した土地利用を図る。

西部臨海土地造成事業
金子地区臨海土地造成事業
寒川東部臨海土地造成事業
野田地区臨海土地造成事業

29.8ha整備（平成22年4月末）
28.1ha整備（市分平成19年度）
19.4ha整備（平成26年度）
20.9ha整備

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

計画的な土地利用の推進
マスタープラン策定
都市計画区域策定

30,000

都市防災性の向上 宮川周辺地区まちづくり事業 2,232,316 

土地情報管理システムの充実 6,442 

工業系用地の確保・整備 西部臨海土地造成事業
金子地区臨海土地造成事業
寒川東部臨海土地造成事業
野田地区臨海土地造成事業

15,138,800 

地籍調査の実施 1,146,556 
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第2節

潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
市
）

潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
市
）

地
域
環
境
の
保
全
・
管
理
の
推
進

（
環
境
対
策
・
環
境
管
理
）

○地球規模での環境保全が強く求められており、生態系の保全や温暖化防止な

どへの具体的な取り組みが必要とされています。

○地域での環境汚染や破壊は、地域を越え地球規模にまで広がるとともに、将

来の世代にまで影響を及ぼし、人類の生存基盤に関わる問題となっています。

○私たちを取り巻いている空気や水、自然などの環境をより良いものにし、生

活を豊かなものにしていくためには、住民や事業者、行政などすべての主体

が自らの事業活動や一人ひとりの生活様式を見直すとともに、それぞれの立

場に応じて協働、連携しながら、循環型社会の構築を図る必要があります。

○自然環境の保全に配慮した土地利用や公園・緑地の整備などを進めます。

○環境基本条例に基づき環境基本計画を策定し、推進するなかで、市民・行政

共通の具体的な取り組みの展開を図るとともに、環境管理システムの整備・

普及に努めます。

○地球にやさしいライフスタイルの実現をめざす市民意識の啓発、市民の自主

的な活動の育成などに努めます。

基 本 認 識

基 本 方 針
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計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

環境と調和した循環型のまちづくり
を総合的かつ計画的に推進するため、
良好な環境の保全及び創造のための
目標や各種環境問題に対応する施策
の方向を示し、市民生活の質的向上
を図るための環境基本計画を策定す
る。

環境基本計画の
策定

平成18年度策
定・運用

地球温暖化に対する地域レベルでの
取り組みを進めるため、実行計画を
策定し、環境基本計画との連携によ
り市民、企業、行政が一体となって
具体的な施策の実施を推進する。

地球温暖化対策
実行計画の策定

平成18年度策
定・運用

施策

環境基本計
画の策定

地球温暖化
対策の推進

環境管理シ
ステムの導
入

ISO14001＊

の取得
安心して暮らせ、次世代にすばらし
い環境を引き継ぐため、地球環境に
配 慮 し た 環 境 管 理 シ ス テ ム
ISO14001取得に向けた取り組みを
進める。

ISO14001の
認証取得、
ISO14001の
認証継続

平成18年度取
得、認証の継続
ホームページ等
での公開

意識の啓発 環境保全をテーマとする記事の広報
紙への掲載や意識啓発用パンフレッ
トの発行、環境市民会議の設置によ
る市民参加により、市民の環境意識
の高揚、環境にやさしいライフスタ
イルの普及を図る。

広報紙への掲載 市報に毎年１回
特集掲載
環境サポーター＊

を募集し、環境
家計簿、エコフ
ァンド＊、環境フ
ォト＊、環境出前
講座の実施

環境基本計
画の推進

環境意識の
高揚

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

環境基本計画の策定 環境基本計画の策定 11,000 

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策実行計画の策定 5,000 

ISO14001の取得 ISO14001の認証取得、ISO14001の認
証継続 12,500 
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第
　
　
章
１

豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
（
自
然
環
境
保
全
）

○本市の西部には美しい自然海岸線が広がり、南には法皇山脈から四国山地へ

と続く山間部があるなど、豊かな自然が多く存在することから、これら海や

山の自然環境を守り育てていく必要があります。

○自然と共生した土地利用の推進による保全に努めます。

○実態調査・研究の推進、自然保護意識の啓発を図ります。

○自然とのふれあいの場としての活用を進めます。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識

基 本 方 針
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計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

学校教育や生涯学習を通じ、さらに
広報等による情報提供により自然環
境の保護に対する意識啓発に努める。

市報に毎年１回
特集掲載
環境サポーター
を募集し、環境
フォト、環境出
前講座の実施

施策

自然保護意
識の啓発

自然環境の
保全・活用

海浜の保全
と活用

現存している自然海浜の保全と自然
と調和した親水レクリエーション空
間の形成を図る。

自然海浜ゾーン
としての整備

森林の憩い
やふれあい
の空間とし
ての活用

森林等の豊かな自然資源を保全しつ
つ、市民の憩いやふれあい空間とし
ての活用を進める。

山間交流ゾーン
としての整備

自然保護思
想の普及

樹林地の保
全

市街地及び周辺地域に分布する樹林
地について、自然的景観資源、水源
涵養としての保全、開発抑制を図る。

山間交流ゾーン
としての整備

河川環境の
保全と活用

河川環境の保全と親水空間としての
有効活用を図るための環境整備を促
進する。

河川敷の公園等
の整備による環
境整備
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第
　
　
章
１

公
害
の
な
い
安
全
で
快
適
な
環
境
の
創
造

（
公
害
防
止
）

○本市の製紙業を中心とした産業型公害については、企業の積極的な努力によ

り着実に改善が図られており、主要企業とは公害防止協定を締結し、公害防

止対策の推進、公害防止行政への協力、地域住民の生活環境の保全に取り組

んでいるところです。

○昭和44年より産業型公害を主体とした環境行政に取り組み、改善への成果が

見られますが、日常生活に起因する悪臭等の生活型公害が新たな問題となり

つつあります。

○平成13年4月に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、原

則的にごみの野外焼却が禁止となりましたが、現在も野外焼却による悪臭の

苦情が全体の50％を超えています。これに加え、中小企業、一般住居に起因

する悪臭や騒音についての苦情も目立ちはじめており、従来の規制を中心と

した対応だけでは困難な近隣公害が増えてきています。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識



84

○企業の自主的な公害防止対策への取り組みを促進します。

○「都市・生活型公害」や廃棄物の不適切な処理などによる環境問題に対応し、

苦情処理体制及び環境監視パトロール・指導体制を充実するとともに、市民

意識の啓発に努めます。

基 本 方 針

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

市民の健康保持及び生活環境の保全
の見地から一般環境についての調査
及び環境基準指定物質について常時
監視、環境監視パトロールの実施を
図る。

各課との連携を
密にした環境パ
トロールの実施

事業所に対する立入検査の実施及び
適切な指導に努め、国の法律、県・
市の条例等の遵守促進を図る。

問題のある事業
所に対し、立入
検査を実施し適
切な指導の実施

施策

各種環境調
査・常時監
視体制の充
実

事業所に対
する立入調
査・指導の
充実

苦情処理体
制の整備

苦情に対し、迅速・的確に対応でき
る体制を整備する。

本庁、各総合支
所内に苦情処理
対応係を設置し
迅速な対応

公害の防止
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第
　
　
章
１

循
環
型
社
会
の
構
築

（
省
資
源
・
リ
サ
イ
ク
ル
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

○「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から流通、

消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、

資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成するこ

とが求められています。

○廃棄物の適正処理・リサイクルの推進をし、ごみの減量化により社会の物質

の循環の確保や天然資源の消費の抑制を図り、新たなエネルギーの効率利用

が求められています。

○行政と市民・企業が一体となって、ごみの減量化、再資源化への取り組みに

努め、リサイクルのまちづくりをめざします。

○リサイクルセンターの整備など、リサイクルシステムの確立による循環型社

会の構築をめざします。

○循環型社会、環境にやさしいエコ・シティの形成を図るため、ソーラーシス

テムや風力発電など新たなエネルギー・代替エネルギーの利用促進及び研

究・検討を進めます。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識

基 本 方 針
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計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

収集袋の指定など分別の徹底を推進
し、ごみの適正処理及び減量化を図
る。

ごみ分別収集啓
発事業

分別率100%を
目指し、ごみの
分別の重要性を
市民へ周知する
ことによる分
別・減量化

資源回収、不燃物処理及びリサイク
ル品有効利用等のための総合的な施
設を整備し、リサイクルの推進及び
市民意識の向上を図る。

リサイクルプラ
ザ＊の施設整備
事業

安全で効率的な
処理能力が維持
できる施設の整
備

施策

ごみ分別収
集の推進

リサイクル
プラザの整
備

市民に対す
る情報提供
及び意識啓
発

資源リサイクルに向けた全市的な取
り組みを進めるため、市民に対する
情報提供及び意識啓発に努める。

ごみ減量啓発事
業

各種啓発事業の
推進
市報へ年4回の
定期的掲載

ごみの減量
化・資源化・
リサイクル
促進

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

ごみ分別収集の推進 ごみ分別収集啓発事業 8,000  

自家処理機器の普及促進 生ごみ処理容器等設置補助事業 15,000 

リサイクル運動の促進 資源ごみ回収奨励補助事業 125,000 

資源回収の
促進

ごみにしないで資源として回収し、
省資源及びごみの減量化を図る。

古紙引取回収処
理事業

年間3,500t以
上を回収

自家処理機
器の普及促
進

生ごみの肥料化によりごみの減量化
を促進するため、自家処理機器の普
及を促進する。

生ごみ処理容器
等設置補助事業

生ごみ処理容器
等の普及拡大に
よるごみの減量
化

リサイクル
運動の促進

資源回収協力団体をはじめ、地域に
おける市民の自主的なリサイクル運
動を育成する。

資源ごみ回収奨
励補助事業

リサイクル運動
の啓発による市
民意識の向上

企業活動の
取り組みの
促進

民間企業の環境管理システムの導入
促進など、環境問題への取り組みを
促進する。

民間企業の環境
管理システム導
入を支援する体
制整備

代替エネル
ギーの利用
促進

ソーラーシステムの導入など、市が率
先して新エネルギーの利用を進めると
ともに、風力発電等の新たなエネルギ
ー・代替エネルギーの研究を進める。

省エネルギービ
ジョン・新エネ
ルギービジョン
の策定

平成17年度策
定・運用

全市的な取
り組みの促
進

新エネルギ
ーの研究

資源回収の促進 古紙引取回収処理事業 68,000

リサイクルプラザの整備 リサイクルプラザの施設整備事業 561,100

市民に対する情報提供及び意識啓
発

ごみ減量啓発事業
5,000

代替エネルギーの利用促進 省エネルギービジョン・新エネルギービジ
ョンの策定

10,000
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第
　
　
章
１

適
切
で
効
率
的
な
ご
み
・
し
尿
の
処
理

（
ご
み
・
し
尿
処
理
）

○本市のごみ排出量は年々増加し、ごみの質に関しても生活様式の多様化等の

理由から年々多種に変化してきています。この課題に対応するため５種６分

別の方法による収集を行っております。

○排出された一般廃棄物はクリーンセンターで処分していますが、処理能力に

は限界があるため、ごみ排出量を抑制する必要があります。

○現在、市内には一般廃棄物の最終処分場がなく、独自に最終処分場の確保を

図る必要があります。

○本市のし尿等処理施設は、３施設を有しており、全体の処理能力は108kl/日

となっています。平成15年度のし尿等の収集量は26,226.6klで、１日平均処理

量は71.9klで、川之江地区及び三島地区の下水道の普及により収集量は年々

減少の傾向にあります。

○伊予三島清掃センターは稼動開始から20年を経過し、施設・設備の老朽化が

進んでいることから、今後のし尿収集・処理方法について検討する必要があ

ります。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識
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○下水道計画区域外では新築や改築に伴い浄化槽を設置する家庭が増加してい

ます。特に土居地区では合併処理浄化槽の普及が著しくなっています。新宮

地区では山間部に住宅が点在し、道路も狭く収集が困難な地区があり、自家

処理の世帯が高齢者世帯も含め３分の１程度あります。このため、河川水質

の浄化の観点から衛生処理率の向上が課題となっています。

○人口の増加や市民生活の高度化、産業活動の拡大などに伴いごみの排出・処

理量は増大を続けていることから、市をあげてごみの減量化に取り組むとと

もに、排出量に対応した収集・処理、最終処分場の確保など、ごみの適正な

処理を進めます。

○し尿処理に関しては、現有３施設で市内全域のし尿等の衛生処理率の向上に

努めるとともに、公共下水道等下水処理施設の整備状況に応じた効率的な収

集体制の確保、合併処理浄化槽の普及と適正な維持管理の促進に努めます。

基 本 方 針



基
本
計
画

89

潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
市
）

潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
市
）

第
　
　
章
１

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
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た
め
に

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

集積所等の収集ごみの速やかな回収
により、地域環境の保全を図る。

一般廃棄物収集
運搬業務
粗大ごみ収集運
搬業務

ごみ取り残しゼ
ロを目指すた
め、回収業者と
の連携を密にし
た収集体制の充
実

意識啓発及び地域住民との連携によ
る監視体制の強化により、不法投棄
の防止及び早期対応に努める。

不法投棄監視事
業

監視体制強化等
による不法投棄
の減少

施策

ごみ収集体
制の充実

不法投棄監
視体制の強
化

し尿収集処
理の充実

し尿収集体
制の確保

公共下水道供用開始区域外住宅等に
ついて、合併浄化槽の設置を促進す
る。

浄化槽設置事業 平成17年度
5人槽101基
7人槽110基
10人槽9基
18年度以降
5人槽94基
7人槽101基
10人槽5基

し尿処理の
推進

自家処理をなくし、衛生処理率の向
上を図るとともに、衛生プラント＊の
能力の維持に努め、し尿の適正処理
を推進する。

年間処理能力の
維持を確保

ごみ収集・
処理体制の
充実

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

ごみ収集体制の充実 一般廃棄物収集運搬業務
粗大ごみ収集運搬業務

1,956,425 

ごみ処理施設の適正管理 ごみ焼却施設整備事業 1,461,680 

し尿収集体制の確保 浄化槽設置事業 784,073 

不法投棄監視体制の強化 不法投棄監視事業 10,000 

最終処分地の確保 廃棄物処理施設建設事業 531,000 

ごみ処理施
設の適正管
理

ごみ処理施設の運転管理を強化し、
ダイオキシン＊類の発生防止に努め
る。

ごみ焼却施設整
備事業

汚染防止等環境
に安全で効率的
な処理能力が維
持できる施設の
整備

最終処分地
の確保

最終処分地の確保に努める。 廃棄物処理施設
建設事業

埋立処分場確保
による適正処理
(150,000m3)
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第7節

地
域
環
境
の
向
上
（
環
境
美
化
・
墓
地
・
斎
場
）

○市民の地域に対する関心の薄れやモラルの低下により、ごみを不法投棄する

ことへの罪悪感の低下が見られるため、環境に対して市民ができることを理

解してもらい、環境美化に関心を持ってもらえるような地域づくりが必要と

なってきています。

○生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、地域清掃を実施し年１回の

活動に対し補助金を交付していますが、一部本事業で回収できないごみが混

入しています。

○墓地は、墓地埋葬法により宗教法人や市町村等公共団体しか墓地の新規造

成・経営ができないことになっています。

○近年、核家族化の進展や墓地をとりまく諸事情の変化等により累代の墓が減

少しつつあり、これに反して新たな墓地に対する需要が増大し、墓地供給は

限界に達しています。

○今後、快適な住宅環境や永遠の安住地として公園的な墓地整備が重要な課題

となっています。

基 本 認 識
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○快適で衛生的な生活環境を維持・創出するため、地域コミュニティの育成に

努めながら、市民の自主的な環境美化活動を促進します。

○墓地需要の拡大に対応し、既存民有墓地の適正管理を促進、公共墓地・霊園

の整備を図ります。

○火葬場や斎場については、施設・設備を計画的に更新します。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 方 針

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

環境美化に対する意識啓発に努めな
がら、市民や民間企業・事業所の積
極的な参加による地域の環境美化活
動の促進を図る。

環境美化推進事
業

市民の環境美化
に対する意識の
向上

公共の墓地の環境維持のため、清掃
等を実施し、公園的環境の整備を図
るとともに、民間墓地の環境向上を
促進する。

花柴等の清掃
毎月
墓地等の草刈
２回/年

施策

市民・民間
企業参加に
よる環境美
化活動の促
進

墓地環境の
維持向上

墓地の管理
及び整備充
実

公園墓地の
整備

墓地需要の動向を勘案しながら、公
園墓地の整備を検討する。

市営墓地整備事
業

土居地区
１箇所
川之江地区
１箇所
三島地区
１箇所

火葬場・斎
場運営の充
実

火葬場・斎場施設の効率的な維持管
理・運営を図る。

維持管理費の削
減

環境美化

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

市民・民間企業参加による環境美
化活動の促進

環境美化推進事業
51,180 

公園墓地の整備 市営墓地整備事業 419,500 

火葬場・斎
場の維持管
理
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第8節

地
域
性
を
活
か
し
た
景
観
の
創
造
（
地
域
景
観
）

○市民が、豊かで潤いのある生活を享受するためには、その生活の場である地

域が、自然と調和した機能美のある市街地の形成が不可欠となります。

○市街地の形成には、都市の機能を計画的に形成していくため都市計画法にお

ける用途地域の指定により、全体の方向性を示しています。

○これに加え、地域の自然、歴史、文化等と住民の生活、経済活動と調和の取

れた良好な景観形成を図る必要があります。

【基本方針】

○豊かな自然資源、自然景観を守るとともに、個性豊かな都市景観の形成を図

るため、景観法による景観行政団体
＊

となります。

○景観に対する市民の意識を高め、市民や企業の参画により魅力ある地域景観

づくりに努めます。

基 本 認 識

基 本 方 針
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計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

地域景観の保全・整備を図るための
条例の整備を図る。

景観行政団体の
組織化

優れた沿道景観を創出するため、道
路の緑化や沿道施設の景観への配慮
など、街並みの整備を促進する。

景観計画の策定
街路事業

人と人のふれあ
いや個性ある街
並みの形成

施策

景観条例の
整備

沿道景観の
整備

市民参加に
よる景観づ
くりの推進

景観意識の
啓発

景観についての情報提供及び意識啓
発に努めるとともに、地域景観賞の
設定など、地域景観資源の普及・保
存を図る。

景観協議会の設
置

行政、住民、公
共施設管理者等
の協議による景
観に関するルー
ルの策定地区の景観

づくり
地区の特色ある景観づくりを促進す
るため、住民参加による花づくりや
緑化を進めるとともに、市民参加に
よる公園整備や景観協定の締結促進
を図る。

景観協議会の設
置

地域景観資
源の保全

緑の景観の
保全

緑豊かな山並み等の景観を守るため、
森林の保全・整備を進める。

景観計画の策定

海岸景観の
保全

瀬戸内海の優れた景観を守るため、
自然海岸の保全及び景観に配慮した
海岸線の整備を図る。

景観計画の策定

景観施策の方向
性を調査研究
し、景観エリア、
景観重要建造物
等の指定

市街地や集
落等の景観
の整備

歴史的景観
の保全

文化財や歴史的な建造物の保全に努
める。

景観計画の策定 景観重要建造物
等の指定

まちの顔づ
くり

鉄道駅前や公共施設などについて、
景観に配慮した整備を図るとともに、
シンボル的な建造物の設置等、本市
の顔としての整備に努める。

中心市街地景観
整備事業
まちづくり交付
金事業

中心市街地再活
性化対策
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憩
い
・
ふ
れ
あ
い
・
交
流
の
場
づ
く
り

（
公
園
・
緑
地
、
余
暇
・
交
流
施
設
）

○公園や緑地は、憩い・ふれあいの場として、市民にうるおいとやすらぎを与

え、美しい都市景観を提供しています。

○本市は、市街地の前に広がる海と、背後の山地丘陵地の山林及び山麓から平

野部にかけて広がる農地が市街地を包み込み、都市環境の基盤を形成してい

ます。

○市街地の背後を東西方向にのびる法皇山脈の緑地は、平野部を流れる河川の

水源地として、また市街地のスプロール
＊

化を抑制する骨格緑地として、本市

の都市環境に特に重要な役割を果たしています。

○近年、都市環境問題に対する関心の高まりや、地域住民の日常生活における

自然とのふれあいに対するニーズが高まっています。都市における緑豊かな

生活環境の確保のためには、都市環境の基盤をなす緑地、特に減少が続いて

いる市街地を取り巻く緑地の計画的な保全・創造が必要であり、市街地整備

事業や公共施設の整備等に合わせた都市の安全性を高める緑地の確保、整備

が必要です。

○金生川は建設省よりふるさとの川モデル河川として平成元年に指定を、平成

４年に認定を受け、順次整備を行っています。

基 本 認 識
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潤
い
あ
る
環
境
を
つ
く
る
（
環
境
共
生
都
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）

潤
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つ
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環
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共
生
都
市
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○金生川河道内の整備(サクラ並木道､H15年度完成)に加え、堤内側に広場と駐

車場を併せ持つ公園の整備を計画しています。整備箇所は田畑などの土地利

用が大半を占めますが、隣接地に国道11号バイパスの予定路線があり今後急

速に市街化が予想されるため、整備着手が急がれます。

○都市公園・緑地の計画的な整備を進めるとともに、高齢者や子どもの利用に

配慮した身近な公園の整備を進めます。

○公共施設等の緑化や屋敷林・寺社林など身近な緑の保全、市民の積極的な参

画による花と緑のまちづくりを推進します。

○市民の余暇活動の場として、スポーツ・レクリエーション施設の充実を図る

とともに、森林資源を活用したキャンプ場や自然体験施設の充実を図ります。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 方 針
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計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

温暖化防止等環境保全施策の一環と
して、公園・緑地の整備、森林・樹
林地の保全等、郷土景観を活かした
総合的な緑の保全・整備を推進して
いくため、緑のマスタープランを策
定する。

緑のマスタープ
ラン策定業務

平成18年度策
定・運用

市民の憩い・ふれあい・交流の場と
して、既存の総合公園や運動公園等
の整備充実を図る。

浜公園整備事業
三島公園整備事
業

整備面積
A=0.84ha
（浜公園）
整備面積
A=5.6ha
（三島公園）

施策

緑のマスタ
ープランの
策定

総合的な公
園の整備充
実

緑化の推進 道路・公共
施設緑化の
推進

道路や公共施設の緑化を進め、うる
おいある環境の創造を図る。

道路緑化
L=1.5km

花と緑のま
ちづくり運
動の充実

市民の主体的な参加により、花と緑
のまちづくり運動を展開するととも
に、緑化推進団体の育成や啓発活動、
生け垣化やガーデニングの推奨・指
導など、緑豊かな生活環境の形成を
促進する。

花壇整備事業 緑化事業等を通
じた緑のまちづ
くりの推進

公園・緑地
整備の基本
方針の確立

身近な公園
の整備充実

身近な近隣公園や街区公園＊等の公園
について、住民参加により地区の特
色を活かした整備充実を図るととも
に、地域による維持管理の促進を図
る。

街区公園整備事
業

整備面積
A=0.6ha
（2箇所）

緑地、河川
環境の整備

潤いある環境づくりや防災等、多様
な役割を果たす緑地や河川環境の整
備を図る。

ふるさとの川整
備事業

河川敷の公園等
の整備による緑
化環境整備

公園・緑地
の整備と利
用促進

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

緑のマスタープランの策定 緑のマスタープラン策定業務 12,000 

総合的な公園の整備充実 浜公園整備事業
三島公園整備事業

278,300 

花と緑のまちづくり運動の充実 花壇整備事業 150,000 

身近な公園の整備充実 街区公園整備事業 135,000 

緑地、河川環境の整備 ふるさとの川整備事業 250,000 



�
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第1節

地
域
経
済
を
支
え
る
工
業
の
振
興
（
工
業
）

○工業の現状は、全国的に不況が叫ばれる中にあって、基幹産業である紙・紙

パルプ業が底堅い推移を見せ、四国屈指の製造品出荷額を誇っています。

○瀬戸内海環境保全特別措置法による排水に係る総量規制の関係等から、工業

用水には余力があるものの、排水処理のコストとの兼ね合いで、今以上の工

場拡張・設備投資が難しい状況になりつつあります。

○基幹産業である地元企業に対しては、富郷工業用水の料金の抑制、埋め立て

による工業用地の確保などに努めてきました。特に中小企業に対しては、市

の中小企業融資制度を柱に振興を図ってきましたが、低廉な土地や労働力を

求めて、香川県境付近への企業流失が顕著になる等、看過できない状況がみ

られます。

基 本 認 識
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度
な
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○道路整備等の操業環境の整備を進め、本市工業力の向上を促進します。

○住宅・工場等の混在の解消と工業の集積を図るため、需要の動向を把握しつ

つ、市内企業のための新たな工業用地の確保を図ります。

○中小企業に対して、時代の流れに対応できるよう、経営体質の充実・強化等

の支援に努めるとともに、人材能力の開発や技術力の向上等を促進します。

○工業関連団体の育成及び活動の支援に努めます。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 方 針

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

商工会議所・商工会等による中小企
業経営診断・指導の導入を促進し、
経営の改善・近代化を図る。

市内商工会議所
の合併による指
導力の強化

製紙・紙加工業の歴史や地域工業の
果たす役割等、紙のまち・四国中央
市について、観光や生涯学習と連携
しながら普及・ＰＲを図る。

紙のまち資料館
を核とする多角
的ＰＲ活動の展
開　

施策

経営診断・
指導の促進

紙のまち・
四国中央市
のＰＲ

団体の支援 工業団体へ
の支援

商工会議所・商工会活動への支援、
統合化促進に努めるとともに、新規
の同業者組合の設立支援を行い、各
種工業団体の活動・育成を図る。

市内各種団体の
新設・統合支援
による組織力の
強化

情報提供事
業の活用

中小企業を取り巻く環境変化に、企
業が積極的に対応し、その活性化を
図る統一テーマを持って、先進的企
業のノウハウ＊の活用を図る。

定期的な「情報
交換サロン＊」
の実施　

既存企業の
育成・支援

各融資制度
の充実及び
活用促進

中小企業の事業資金の融資を円滑に
行い、中小企業の経営の安定化と発
展を支援する。

融資審査制度の
改革による対応
の迅速化

人材能力の
育成及び連
携

中小企業の人材能力育成を図るため、
産学連携の推進と大学発ベンチャー
の創出に向けた取り組みを促進する。

産学官連携＊に
よる人材研修シ
ステムの構築

地元産品の
使用促進

市内企業が生産した製品を優先的に
使用することにより、地元産品の消
費拡大と企業の支援を図る。

市内地産地消運
動の展開

製紙のまち
の普及・ＰＲ
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第2節

未
来
を
ひ
ら
く
新
た
な
産
業
の
育
成

（
新
規
産
業
）

○本市の経済基盤確立を図るため、時代に適合した新規産業の立地が求められ

ます。

○既存企業だけを対象とする手法では限界が見えてきた埋立事業も、新たな企

業の誘致により新たな可能性を見出す期待も持てることから、新規産業誘致

に向けた取り組みを推進する必要があります。

○ＩＴ（情報技術）の進展に対応できる人材の育成に努めます。

○パソコンを活用した在宅就業（テレワーク）の普及促進やベンチャー企業へ

の支援など、情報関連産業の育成を図ります。

○教育・文化、保健・福祉など、対人サービス業の育成に努めます。

基 本 認 識

基 本 方 針
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「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

情報化に対応した人材育成を図るた
め、学校教育や生涯学習の場を通じ
た情報教育を充実するとともに、情
報化研修等への参加を促進する。

既存講座の拡
充・強化

県や関係機関・関係団体との連携に
より、関連融資制度や研修施設等の
活用、インキュベート制度＊の導入を
図り、ベンチャー企業の起業・育成
を図る。

創業支援に関す
る各種施策の体
系化

施策

情報化に対
応した人材
の育成

ベンチャー
企業の育成

新たな企業
立地の促進

企業の誘致 四国の中央に位置する立地条件、高
速道路への接続性、重要港湾の存在
等の地域ポテンシャル＊を活かし、工
業団地への新たな企業の誘致を図る。

企業立地奨励金
制度等を活用し
た誘致活動の展
開

地域ニーズ
に対応した
サービス産
業の育成

関連団体との連携により、少子・高
齢化に対応した福祉サービスや教育
サービス、日用品の宅配サービス等、
地域ニーズに対応した多様なサービ
ス産業の健全な育成に努める。

定期的な「情報
交換サロン」の
実施

ＩＴ（情報
技術）への
対応

情報関連産
業の育成

関連団体との連携により、業種別、
問題別等に分類・加工した情報の提
供に努めるとともに情報関連産業の
育成を図る。

産業関連情報の
収集・配信シス
テムの構築

起業の促進

事業者間連
携促進

企業が保有する経営資源をもとに事
業者が連携して、新商品開発のため
の調査研究・試作品の製造、その他
新たな事業開拓を図る。

定期的な「情報
交換サロン」の
実施

企業誘致体
制の整備

企業誘致に係る庁内体制の整備を図
るとともに、インセンティブ＊（優遇
条件）やインフラ＊の整備を進める。

庁内関係課によ
る「産業支援会
議」の設置

サービス産
業の育成
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第3節

賑
わ
い
あ
ふ
れ
る
地
域
商
業
の
振
興
（
商
業
）

○商店街の活性化対策については、平成11年３月に「伊予三島市中心市街地活

性化基本計画」、平成16年２月に「川之江市中心市街地活性化基本計画」を

策定しており、平成15年３月には伊予三島商工会議所により「伊予三島中小

小売商業高度化事業構想（TMO
＊

構想）」が策定され、同年６月の市認定によ

り、「TMOまちづくり伊予三島」が誕生しました。

○商工会議所については、川之江商工会議所と伊予三島商工会議所が並立する

状況であり、今後全市的な事業推進体制の確立がのぞまれます。

○「川之江市中心市街地活性化基本計画」に基づくＴＭOが設立されていない

ことから、今後の取り組みが期待されます。

○今後、商店街の活性化に向けて、市民を巻き込んだ活動の展開が求められま

す。

基 本 認 識
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○中心市街地の活性化を進めるなかで、商店街環境を整備し、地域性豊かで特

色ある商店街づくりを促進します。

○経営への支援や人的資源の育成と活性化、消費者ニーズに対応したサービス

の向上を促進します。

○港湾やインターチェンジなど海陸の物流拠点と結ぶ物流機能の集積を促進す

るとともに、各種業務機能の立地を促進します。

○商業団体の育成及び活動の支援に努めます。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 方 針

計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

県や関係機関との連携により、広域的
な消費者動向調査の実施を促進する。

商業振興計画の
策定・運用

中心市街地活性化基本計画に基づき、商店街
環境の改善・整備等、商店街の自発的な活性
化、魅力づくりへの取り組みを支援する。

ＴＭＯ構想等の
推進　

施策

消費者ニー
ズの把握

商店街整備
の促進

地域商業の
体質強化

経営指導等
の強化

商工会議所・商工会による経営指導の強
化、情報化への取り組みを図り、経営者
の中小企業大学への派遣を促す。

市内商工会議所
の合併による指
導力の強化

中心市街地
機能の充実

住居・商業（テナントミックス＊）・業務・
文化・娯楽等、各機能の複合充実を図る。

ＴＭＯ構想等の
推進

地域商業の
実態把握及
び商業関連
計画の整備

商業振興計
画の策定

商業施設の充実や商業活動の活性化等、
長期的な地域商業の活性化の指針となる
商業振興計画を策定する。

商業振興計画の
策定・運用

地域コミュニ
ティの促進

消費者とのふれあいを通じて商店街の体質
改善に努めることにより、地域密着を図る。

ＴＭＯ構想等の
推進

魅力ある商
店街の形成

潤いある街
並景観整備

狭い道路や不整形な土地を改良して、回
遊性のある街路の完成を図ることにより
景観整備を促進する。

宮川周辺地区ま
ちづくり事業

防災性の向上や
安住の推進

商店街イベン
トや共通サー
ビスの充実

商店街への誘客を促進するため、商店街イベ
ントの充実を促進するとともに、ポイントカ
ード等の共通サービスの普及を促進する。

ＴＭＯ構想等の
推進

商店近代化
の促進

大規模店舗に対抗できる地域商業を形成する
ため、ＣＡＴＶを活用した商店街のネットワ
ーク化や消費者ニーズへの対応、空き店舗対
策により商店近代化の促進を図る。

ＴＭＯ構想等の
推進

各種融資制度の充
実及び活用促進

中小企業の事業資金の融資を円滑に行い、
中小企業の経営の安定化と発展を支援する。

融資審査制度の改革
による対応の迅速化

商業団体へ
の支援

商工会議所・商工会活動への支援、統合化促進
に努め、各種商業団体の活動・育成を図るとと
もに、中心市街地活性化基本計画に基づき、ま
ちづくり（ハード・ソフト）を促進する。

市内商工会議所の
合併による組織力
の強化及びＴＭＯ
構想等の推進

業務機能の
向上
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第4節

豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
活
か
し
た

農
林
水
産
業
の
振
興
（
農
林
水
産
業
）

○本市の農業は、水稲を基幹作物としながらも、生産調整の推進により、里

芋・山の芋等を特産とする野菜、果樹、山間地域の茶栽培、畜産等を組み入れた

複合経営がみられますが、恒常的勤務による兼業農家が大半を占めています。

○近年、市内中心部では都市化の進展による農地と住宅の混在化が進み、また、

山間部では過疎化・農業従事者の高齢化や自然条件の制約から耕作放棄地が

増大するなど、生産基盤の確保が難しい状況となっています。また、後継者

不足による就業者の高齢化も進むなど、農業を取り巻く環境は一層厳しくな

っており、農地の遊休地化の防止とあわせて、地域農業経営の抜本的な改革

を進める必要があります。

○農地は、森林、自然公園等周辺環境と調和して二次的な自然と景観を創出し

ており、農地を守ることは、環境を保全する上でも重要です。

○こうしたことから、土地改良事業
＊

等の推進により、効率的かつ安定的な農業

生産活動の実現、近代的な生活との調和、農地の保全、豊かな地域環境の創

出を図ることが必要です。

○ため池等の施設は、農業用施設、防災保全施設としての機能に加え、水辺空

間として多面的機能を有していることから、周辺の自然環境や景観等と調和

した整備を進めます。

基 本 認 識
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○農地を後背地に有する海岸線については、護岸等の老朽化が進むなど機能低

下がみられることから、津波、高潮、波浪及び侵食等による被害から海岸を

防護し、農地の保全を図るため海岸の整備が必要です。

○木材価格の長期的な低迷と人件費等の経営コストの上昇などにより、林業の

採算性は大幅に低下しており、小規模な林家を中心に林業経営意欲は減退し

ています。今後、森林所有者の不在村化や林家の世代交代が進む中で、さら

に林業経営意欲が失われ、自ら森林施業を行うことが困難な森林所有者が増

加することが見込まれ、荒廃した人工林の増加が懸念されます。

○森林は水源の涵養、土砂流失の防備、野生生物の生息の場、市民が自然とふ

れあう場となるなど、多面的、公益的機能を有しており、その荒廃を防止し

て、健全な森林を維持、造成していく施策が必要となっています。

○林業をめぐる情勢は、経営採算性の悪化、林道等の生産基盤整備の遅れ、山

村地域の過疎化の進行等依然として厳しいものとなっており、このような情

勢に適切に対処するためには、計画的な林道の整備が不可欠の要件となって

います。

○漁業種類別経営体は、小型底曳き網・刺網等が個人経営体で９割強、パッチ

網
＊

が会社組織で１割弱となっています。しかし、漁獲量・生産額においては、

パッチ網が８割程度と非常に高い割合を占めています。また、経営状態も特

産品の煮干いりこの生産で、漁獲から加工部門に至る一元化した水産加工が

定着し、流通機構等も整備され、安定化が図られています。

○水産資源は自然環境に左右されるため、近年減少傾向が著しく、漁獲量の減

少、魚価の不安定、漁船機具の経費増、消費者の魚離れ、漁業従事者の高齢

化及び後継者不足等の問題を抱えています。このため、水産資源の回復をめ

ざす種苗の放流事業等、魚食普及活動の展開を今後推進していく必要があり

ます。

○水産振興施策の中でも特に重要な生産基盤として水産物流通加工拠点総合整

備事業の推進を図るとともに漁村集落の環境整備にも取り組む必要がありま

す。

○内水面漁業については、銅山川と馬立川は、河川環境の悪化により淡水魚が

減少しているため、繁殖保護を目的に、アユ、アマゴ、マス等の放流事業が

実施されています。また、浦山川、西谷川、関川でもアマゴの放流が実施さ

れ、釣り大会も開催されています。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に
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○今後も時代の潮流に適切に対応しながら、地域性豊かな先端農業地域の形成

を図ります。

○農地の保全・集約化による生産基盤の確保・整備、後継者の育成をはじめと

する経営の安定化を図ります。

○農家の情報化や環境保全型農業の育成など、新たな農業の展開を図ります。

○「地産地消」活動の推進、観光農業の育成や農村・都市交流の推進など、農

業・農地のもつ多様な機能を活かした豊かな地域性の確立をめざします。

○各種農業団体の育成及び活動の支援に努めます。

○林業については、森林のもつ公益的な機能に着目し、森林の維持・保全及び

計画的な造林・保育を進めながら、林道や治山施設の整備を図ります。

○特用林産物の振興を図るとともに、自然とふれあう空間としての森林の多面

的活用を図ります。

○林業団体の育成及び活動の支援に努めます。

○水産業については、漁業生産基盤の整備、資源管理型漁業の推進、水産物流

通・加工システムの確立を進めるとともに、魚食普及に努めます。

○地域の農林水産業と製造業、観光サービス業との融業化を促進し、地域性豊

かで魅力ある地域産業の形成を図ります。

○集落排水施設の整備など、農山村・漁村の生活環境の整備を進めます。

基 本 方 針
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計 画

施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

農業振興計画を見直し、農業施策の
積極的な推進や優良農地の確保・保
全を図るとともに、担い手農家を育
成し、活力ある農業経営の推進に努
める。

農業振興計画策
定

平成17年度策
定・運用

農業振興計画に基づき、優良農地の
確保・保全・整備を促進するととも
に、農業経営改善計画の認定制度を
ＰＲし、農地集団化の促進を図る。

経営体育成基盤
整備事業

農振農用地面積
1,860ha確保

施策

農業振興計
画の見直し

優良農地の
保全・集約
化

農業経営の
安定化促進

認定農業者＊

への支援
将来の農業を担う認定農業者に対し、
農業経営の意向、その他の農業経営
に関する基本的条件を考慮し、農業
経営基盤強化促進事業、その他の措
置を総合的に実施し、意欲と能力の
ある農業経営者が、地域農業の振興
と発展を図ることができるよう支援
する。また、農業後継者連絡協議会
の農業研修や各種イベントなどへの
参加活動を支援し、地域農業のリー
ダーの育成を図る。

認定農業者等担
い手育成対策事
業

農業法人19経
営体

農業関連計
画・情報の
整備

アクション
プログラム＊

の策定

認定農業者等担い手の育成、農地の
利用集積をはじめ、新規就農者の確
保・育成、女性・高齢者対策等の経
営対策を総合的かつ計画的に実施す
るため、地域農業マスタープランを
策定する。

担い手総合支援
事業

認定農業者数
138経営体

地域農業マ
ネージメン
トセンター＊

の設立

労働力、農地、機械等生産要素を総
合的に管理・調整し有効に活用する
ため、市、ＪＡ、農業委員会など関
係機関・団体がワンフロアで連携し、
地域の営農計画に基づき農用地の利
用調整や担い手の確保・育成等を一
体的に行う。

えひめ農業活性
化推進事業

平成19年4月か
らえひめ農業活
性化推進事業等
により推進

農地関連情
報のデジタ
ル＊化

農地法における農地の権利移動と転
用についての許認可をはじめとした
農地の利用関係の調整など、農地と
農家に関わる情報を電算処理によっ
て適正に管理し、効率的な事務処理
に資するため農地関連情報のデジタ
ル化を図る。

農用地利用集積
推進対策

平成22年度以
降にデジタル化
の確立

農業基盤の
確保・整備

生産基盤の
整備充実

基幹水利施設やため池の整備、土地
改良事業による生産基盤の整備を推
進し、農地の生産性の向上と高度利
用を図る。また、農業用水と生活排
水の系統分離により農業用水の保
全・整備を図る。

基幹水利整備事
業
ため池整備事業
（県営事業負担
金）

県営事業推進の
要望
市単独事業の推
進
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施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

バイオテクノロジー＊の試験研究、応
用技術の開発等の成果を踏まえ、市
としての普及体制を整え、県の指導
機関や研究者等による農業技術講習
会や研修などを促進する。

強い農業づくり
交付金

平成22年度以
降に普及体制整
備

高齢化社会において、自らの知識と
経験を生かし社会に貢献したいと願
う人々に対して、生きがいのある豊
かな人生を送ることができるよう、
多様な社会活動に関して農業農村の
地域資源を利用した、多種・多様で
自主的な高齢者活動の支援を行うこ
とにより、農村地域の活性化を図る。

高齢者農業対策 高齢者の活動団
体2グループ

施策

技術の向上
促進

生きがい農
業への支援

農業経営の
安定化促進

収益性の高
い地域営農
システムの
確立

商品の開発や計画的生産、予約取引
などに対応可能な生産体制の整備、
さらに市場動向、産地動向に対応す
る品質管理の徹底と生産原価の低減
を図る地域営農システムの確立を促
進する。

認定農業者等担
い手育成対策

平成22年度以
降にシステムの
確立

農家経営の
近代化・情
報化促進

近代的な農家経営についての研修会
等の促進を図るとともに、ＣＡＴＶ
の活用、パソコン等通信機器の導入
による営農・経営の情報化を促進す
る。

認定農業者等担
い手育成対策

研修会の充実平
成22年度以降
に情報ネットワ
ーク化

特 産 物 生
産・出荷体
制の充実

適地適作を基本に、理想的な営農類
型を設定し、他産業と同水準の所得
が得られる複合経営をめざすととも
に、市場価格の安定した作物の生産
拡充により産地化し、安定した価格
で市場へ出荷できる体制づくりに努
める。

茶防霜施設整備
事業

13haを確保
ブランド化の推
進

地域性豊か
で多様な農
業の展開

農業団体へ
の支援

ＪＡや各種農業団体の活動を支援し、
生産活動の活性化を図る。

地域営農推進事
業

地域営農の拡充

農産物直売
所等の整備

物産加工場や物産販売所を持った地
域物産センターの整備を検討すると
ともに、特産物の統一マーク・銘柄、
包装のデザインや名称、販売経路な
どの販売戦略を検討する。特に、農
産物の安全性が問われている現在、
農協との共同的な連携により、新
鮮・安全・安心な農作物等第一次産
業の魅力を消費者にアピールし、生
産者の営農意欲の向上を図る。

農産物直販所・
盆栽芸術村開設
事業

平成21年度開
設
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施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

生ごみを利用した肥料の使用や施肥
技術の改善と土づくりなどにより、
化学合成肥料の使用量を削減できる
農業技術の確立、生態系を活用した
多様な防除法等により農薬等の使用
量を可能な限り削減した農業の推進、
さらに安全性等の面から、消費者に
好まれる農産物の生産等、環境保全
に対する農業者の意識を高めるとと
もに、環境にやさしい農業技術の普
及定着を図る。
特に、バイオマス＊資源である畜産農
家から排出される畜糞尿と家庭から
排出される生ゴミを使った良質肥料
による土づくりにより、耕種農家と
畜産農家消費者による地域循環型農
業をめざす。堆肥センター等施設を
完備し良質堆肥を生産し、環境にや
さしい農業技術の普及定着を図る。

バイオマス利活
用フロンティア＊

推進事業

平成20年度施
設整備による事
業の推進

多くの森林が林業に携わる人々の
日々の営みを通じて造られてきたこ
とや、森林・林業が環境の保持に多
大の貢献をしていることに焦点をあ
て、林業体験の場の提供や森林教室
の開催等を進める。

森林ボランティ
ア活動の推進

ボランティア活
動の場の提供

施策

環境保全型
農業の育成

森林・林業
への理解促
進

地域性豊か
で多様な農
業の展開

地産地消活
動の展開

食育基本法に基づき、自然の恩恵と
食に関する人々の活動の重要性に対
する理解を深めるため、市民へ農業
体験の機会を積極的に提供するとと
もに、地元で生産した安全な作物を
地域の消費者に販売する「地産地消」
活動を展開する。

地産地消推進事
業

農産物全般に対
象を拡大

他産業との
連携及び交
流の促進

農産加工など、地域物産の活用を促
進するとともに、観光農園など、観
光と結びついた農業の育成を図る。
農村・都市交流事業を展開し、農村
の活性化を図る。

産業祭 イベント等の拡
充
地域間交流の促
進

間伐の促進
と間伐材の
有効利用

人工林を健全に育成させるため、間
伐を促進するとともに、間伐材の有
効利用を促進する。

森林受託管理事
業

事業の啓発

森林生産基
盤の整備

林地の保全に留意しながら、森林生
産基盤である林道、作業道の整備充
実により、林業生産の高度化、生産
性の向上を図るほか、複層林＊・育成
天然林＊等の育成のため森林施業の合
理化、計画化、近代化を図る。

林道整備事業
森林整備地域活
動支援交付金事
業

効率的な林業経
営を図るため施
業の集団化の推
進

林業団体の
育成

森林整備を担う森林組合の活動を支
援する。

森林振興指導事
業

森林組合の活動
支援継続

林業の振興
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施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

内水面も含め、栽培環境に適した魚
種の検討、放流等を促進するととも
に、物流加工拠点をはじめとする基
盤施設の整備を図る。

漁業組合等補助 放流事業等によ
る資源の確保

施策

資源管理型
漁業の推進

漁業の振興

魚食普及及
び各種イベ
ントの充実

淡水魚を含めた魚食の普及を促進す
るとともに、各種漁業関連イベント
の開催を支援する。

水産まつり等補
助

イベントの拡充

漁業団体へ
の支援

漁業協同組合との連携を図るととも
に、活動の支援に努める。

漁業経営構造改
善事業

漁協の活動支援
継続

集落環境の
整備

集落排水施設の整備、集落道路の整
備など、環境整備を推進する。

生活基盤整備に
よる住環境の向
上

集落環境の
向上

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

アクションプログラムの策定 担い手総合支援事業 2,130

生産基盤の整備充実 基幹水利整備事業
ため池整備事業
（県営事業負担金）

181,225

林業団体の育成 森林振興指導事業 50,000

農産物直売所等の整備 農産物直販所・盆栽芸術村開設事業 220,000

他産業との連携及び交流の促進 産業祭 36,800

地域農業マネージメントセンター
の設立

えひめ農業活性化推進事業
350

優良農地の保全・集約化 経営体育成基盤整備事業 99,750

農業団体への支援　 地域営農推進事業 70,000

特産物生産・出荷体制の充実 茶防霜施設整備事業 4,000

環境保全型農業の育成 バイオマス利活用フロンティア推進事業 2,163

地産地消活動の展開 地産地消推進事業 5,000

森林生産基盤の整備 林道整備事業
森林整備地域活動支援交付金事業

863,700

間伐の促進と間伐材の有効利用 森林受託管理事業 141,700

資源管理型漁業の推進 漁業組合等補助 61,840

魚食普及及び各種イベントの充実 水産まつり等補助 15,120

漁業団体への支援 漁業経営構造改善事業 430,000
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光
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光
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○本市は「うみ・やま」と大変自然に恵まれており、広範囲に観光スポットが

点在しており、エックスハイウエイを利用した観光客も年々増加しています。

このような中、合併後の四国中央市として、観光ニーズに対応した観光ルー

トの確立が急がれます。

○老朽化が進んでいる観光施設もあることから、安全性の確保のためにも改築

等の改善が必要です。

○生涯余暇時間の増大といった時代潮流や広域的なアクセスに優れた立地条件

を踏まえ、恵まれた自然や歴史・文化などの地域資源を活かした特色ある観

光地づくりをめざした振興ビジョンを策定します。

○観光基盤及び観光ルートの整備、本市のイメージアップ等をめざします。

○観光団体の育成を図るとともに、広域的な連携による広域観光ルートの整備

及びプロモーション（宣伝活動）の充実に努めます。

○四国の交流拠点都市として中核的な役割を果たすコンベンションホールの整

備や宿泊施設の充実促進、民間企業の参画によるイベント企画機能の向上な

どコンベンションの振興を図ります。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識

基 本 方 針
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施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

海・山の自然や製紙・紙加工業など、
地域性を活かした観光・余暇施設の
整備充実、既存施設の積極的な活用
を図る。

寒川海水浴場施
設整備事業
森と湖畔の公園
整備事業
下長瀬アジサイ
公園整備事業
翠波高原観光施
設整備事業

観光入り込み客
数年間50万人

観光客の来訪を促進するため、花と
緑のまちづくり等による美しい環境
づくりを図るとともに、市の優れた
観光資源の紹介などイメージアップ
とＰＲを推進する。

施策

観光施設の
整備充実

市のイメー
ジアップと
観光ＰＲの
推進

広域観光の
推進

広域観光ル
ートの整備

広域的な連携により、広域観光ルー
ト、テーマ別推奨観光コースの設定、
共通入場券の発行等を行うとともに、
観光資源の整備を推進し、広域的な
誘客を促進する。

コンベンシ
ョン関連施
設の充実

宿泊施設の充実を図るためネットワーク
化による斡旋等の実施、コンベンション
（会議・協議）施設の整備、会議可能施
設の紹介などシステムの整備を行いコン
ベンション関連施設の充実を図る。

住民研修交流セ
ンター建設事業

年間利用者数
2万人

観光的魅力
の向上

主 要 事 業

施策 主要事業名 主要事業費
（千円）

観光施設の整備充実 寒川海水浴場施設整備事業
森と湖畔の公園整備事業
下長瀬アジサイ公園整備事業
翠波高原観光施設整備事業

352,000

祭り・観光イベントの充実 イベント実行委員会補助金 70,000

観光団体の育成 観光協会補助金 100,000

コンベンション関連施設の充実 住民研修交流センター建設事業 339,786

祭り・観光
イベントの
充実

地域の固有性を反映した祭りを振興
し、地域住民のふれあいと地域への
愛着の醸成を図る。また、広域的な
観光イベントの企画・開催を図る。

イベント実行委
員会補助金

観光団体の
育成

観光協会など、観光関連の団体の育成
を図る。また、ＮＰＯ団体との交流を
図り、地域全体の協力体制を促進する。

観光協会補助金

コンベンシ
ョンの振興

イベント・
コンベンシ
ョンの誘致

民間企業等との連携により、広域的
なイベント・コンベンションの誘致、
企画機能の向上を図る。

観光入り込み客
数年間50万人
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○本市の雇用状況は、平成15年度有効求人倍率でみると、当初は愛媛県・全国

の水準を上回り、東京都に肉薄する推移を示していましたが、年末から急激

に下落傾向となり、16年４月にはついに全国平均を下回りました。主な要因

としては、市内雇用者全体の約45%を占めるパート労働者に対する求人が、

卸・小売業及び飲食店等を中心に減少し、約40%まで低下したことが考えら

れますが、安定的な雇用の確保は市民生活及び地域経済維持の最重要課題と

いえます。

○労働力については、流出入比率
＊

においても、103.3と県下一高い数値を示して

おり、今後新たな企業立地を促進する上からも、労働力の確保が重要です。

○民間企業との連携により、福利厚生の充実や労働環境の改善など勤労者福祉

の充実を図ります。

○関係機関との連携により、高齢者や障害者、女性等の雇用・就労の促進を図

ります。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識

基 本 方 針
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施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

働く人の福祉の増進、勤労福祉団体
等の育成指導を図るため、国・県と
連携しながら、雇用の安定と拡大を
図るとともに、各種情報提供及び資
料の収集、意識啓発、ＰＲ等による
周知に努める。

勤労青少年ホー
ムの利用増進

労働条件の向上と安定した労使関係
の形成を支援し、労務改善の推進を
図る。また、障害者、高齢者の就業
機会の確保や女性の就業意識の高ま
りに対応し、女性が働きやすい環境
づくりを促進する。

ハローワーク、
労働基準監督署
との連携強化

施策

福利厚生の
充実促進

労働環境の
改善促進

雇用・就業
の促進

職業能力開
発の促進

働く人の職業生活の安定充実と産業
の発展を図るため、在職者等の職業
能力の開発向上とその活性化を促す。
また、働く意志や能力を持った高齢
者に対して就業の機会を提供する。

産学官連携によ
る研修システム
の確立及び退職
者の講師登用

在宅就業の
育成

パソコン及びインターネットの普及
により、在宅就業の機会が拡大して
いることから、国・県施策との連携
を図りながら、高齢者や障害者、女
性等の在宅就業の育成を図る。

ハローワーク、
労働基準監督署
との連携強化

勤労者福祉
の充実

継続雇用の
促進

少子高齢化社会の到来を迎え、また、
厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
が行われる状況の中、集団的に指
導・助言を行い導入比率の向上に努
める。

ハローワーク、
労働基準監督署
との連携強化
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○消費者を取り巻く環境は、年々、複雑化・巧妙化の一途をたどり、市民が悪

質商法等の消費トラブルに巻き込まれる機会が急増しています。

○最近では、一人暮らしの高齢者を中心に、訪問販売・通信販売・点検商法な

どの悪質商法、また、携帯電話やインターネットの利用に伴う不当・架空請

求など、社会のIT化に便乗した詐欺的商法の増加が著しくなっています。

○関係機関との緊密な連携のもと、次第に巧妙化、悪質化する手口等に対する

情報の収集・提供や相談サービスの充実を図る必要があります。

○生活に役立つ商品知識の普及や情報の提供などに努めます。

○関係機関との緊密な連携により、消費生活苦情相談活動や消費者関連団体の

育成を図り、市民の消費生活の安定と向上をめざします。

「
四
国
の
ま
ん
な
か
」
で
あ
る
た
め
に

基 本 認 識

基 本 方 針
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施策の柱
（目標） 施策の目的・概要 主要事業名 目標値等

消費者の知識の充実と自立促進のた
め、情報の提供や各種講演会の開催
等、消費に関する合理的な判断のた
めの知識の普及、啓発を図る。

講座等を通じて
の啓発活動の実
施

出張講座等実施

消費者被害の未然防止のため、消費
者に対する啓発を進めるとともに、
主体的に責任を持って意志決定を行
うことのできる消費者を育成する。
また、国民生活センター及び県生活
センター等に蓄積された情報を迅速、
かつ多面的に活用する消費生活情報
ネットワークシステムを確立し、普
及促進を図る。

消費生活情報ネ
ットワークシス
テムの構築

関係機関との連
携

施策

情報の提供

消費者教育
の推進

消費者保護
の推進

苦情相談の
充実

増加する多様な消費者トラブルにつ
いて、迅速かつ適切に解決するため
消費生活相談体制の充実及び関係機
関との緊密な連携を図る。

相談員の資質の
向上及び関係機
関のネットワー
ク化

平成18年度関
係機関ネットワ
ーク樹立

消費者関連
団体の育成

地域において活動する消費者団体を
育成するとともに、消費者団体の行
う情報収集、消費者啓発、調査等の
活動を積極的に支援する。

地域における消
費者団体の育成
促進

消費者団体の育
成

情報の提供
及び消費者
教育の推進


